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は
じ
め
に

本
稿
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
時
に
お
い
て
日
本
（
政
府
、
法
人
、
個
人
）
が
国
外
に
保
有
し
て
い
た
財
）
（
（

産
（
以
下
、
在
外
財
産
）
の

問
題
を
占
領
政
策
の
な
か
に
位
置
づ
け
つ
つ
、
そ
の
調
査
事
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
占
領
政
策
の
な
か
の

在
外
財
産
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
朗
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
先
行
し
て
い
）
（
（

る
。
原
は
戦
後
日
本
の
賠
償
問
題
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
初
期

方
針
か
ら
そ
の
転
換
、
講
和
、
そ
し
て
各
国
へ
の
個
別
賠
償
協
定
に
至
る
ま
で
膨
大
な
一
次
史
料
を
も
と
に
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

在
外
財
産
に
つ
い
て
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
諸
司
令
を
網
羅
し
、
外
務
省
と
大
蔵
省
が
編
成
し
た
在
外
財
産
調
査
会
と
日
本
銀
行
の
在
外
財
産
総
額
調

査
結
果
も
把
握
し
て
い
る
。
本
稿
は
原
の
研
究
に
大
い
に
依
拠
し
な
が
ら
、
新
た
な
知
見
を
い
く
つ
か
加
え
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

連
合
国
の
日
本
占
領
政
策
の
課
題
は
、
ま
ず
日
本
を
非
軍
事
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
一
九
四
五
年
七
月
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
で
は
、

再
軍
備
が
で
き
な
い
範
囲
で
「
日
本
国
は
其
の
経
済
を
支
持
し
且
公
正
な
る
実
物
賠
償
の
取
立
を
可
能
な
ら
し
む
る
か
如
き
産
業
を
維
持
す

る
こ
と
を
許
」
さ
れ
）
（
（

た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
日
本
に
ど
れ
だ
け
の
賠
償
を
課
す
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
終
戦
前
、
一
九
四
三

年
七
月
の
時
点
で
ア
メ
リ
カ
国
務
省
経
済
調
査
課
が
作
成
し
た
「
戦
後
日
本
の
経
済
的
考
察
」
は
、
日
本
の
賠
償
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
（
原
に
よ
る
概
）
（
（
略
）。

　
日
本
の
海
外
投
資
額
は
約
一
二
〇
億
円
（
二
八
億
ド
ル
）
に
の
ぼ
る
が
、
こ
れ
ら
在
外
資
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と

は
、
た
だ
ち
に
賠
償
の
一
手
段
と
な
る
。
こ
れ
ら
投
資
は
日
本
に
と
っ
て
軍
需
資
源
の
確
保
の
た
め
に
役
立
っ
て
は
き
た
が
、
戦
争
終

結
後
に
軍
需
が
消
滅
し
、
海
外
か
ら
入
手
し
う
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
到
底
採
算
の
合
う
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
海
外
資
産
の
没
収
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が
日
本
に
与
え
る
打
撃
は
、
数
字
上
の
見
掛
け
よ
り
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。〔
中
略
〕
海
外
資
産
の
没
収
は
、
日
本
経
済
再
建
を
著
し

く
妨
げ
る
こ
と
な
し
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
日
本
か
ら
被
っ
た
損
害
に
対
す
る
賠
償
の
一
部
分
を
提
供
さ
せ
う
る
す
ぐ
れ
て
実
行
可
能
な

一
方
法
と
判
断
さ
れ
よ
う
。〔
中
略
〕
も
し
過
度
に
過
酷
な
賠
償
支
払
の
重
圧
に
日
本
が
呻
吟
す
る
な
ら
ば
、
日
本
経
済
を
合
理
的
に

再
組
織
す
る
企
図
が
失
敗
に
終
る
の
み
で
な
く
、
終
局
的
に
支
払
わ
れ
る
賠
償
の
額
も
か
え
っ
て
少
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
い
う
「
海
外
」
と
は
「
内
地
」
以
外
、
す
な
わ
ち
同
年
一
一
月
の
カ
イ
ロ
宣
言
に
日
本
が
「
奪
取
」「
占
領
」「
盗
取
」
し
た
地
域

と
し
て
明
記
さ
れ
た
よ
う
な
満
州
、
台
湾
、
澎
湖
島
や
、
米
英
中
が
独
立
さ
せ
る
と
宣
言
し
た
朝
鮮
、
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア
に
広
が
る
「
大

東
亜
共
栄
圏
」
を
も
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
こ
の
文
書
以
前
か
ら
日
本
の
支
配
領
域
の
剥
奪
を
戦
後
の

前
提
と
考
え
て
い
）
（
（

た
。「
戦
後
日
本
の
経
済
的
考
察
」
を
作
成
し
た
ア
メ
リ
カ
国
務
省
お
よ
び
こ
う
し
た
文
書
を
検
討
し
た
政
府
内
の
委

員
）
（
（

会
は
か
な
り
早
期
の
段
階
で
、
日
本
の
在
外
財
産
の
没
収
を
、
日
本
経
済
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
す
ぎ
る
こ
と
な
く
賠
償
の
実
行
を
可
能
と

す
る
有
効
な
手
段
と
し
て
見
通
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
結
果
と
し
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
一
四
条
は
、
役
務
賠
償
の
た

め
の
日
本
と
の
交
渉
を
認
め
る
こ
と
、
各
連
合
国
が
自
国
に
お
け
る
日
本
の
在
外
財
産
の
没
収
、
処
分
を
行
う
こ
と
を
明
記
し
た
上
で
、
連

合
国
は
連
合
国
お
よ
び
そ
の
国
民
の
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
条
約
署
名
国
で
な
い
中
国
も
第
二
一
条
に
よ
り
日
本
財
産
の
没

収
の
権
利
を
得
）
（
（
た
。
た
だ
し
、
交
戦
国
で
は
な
か
っ
た
韓
国
や
台
湾
に
つ
い
て
は
第
四
条
に
よ
り
、
日
本
と
相
手
国
の
「
財
産
」
と
「
請
求

権
」
の
処
理
は
両
国
間
の
「
特
別
取
極
の
主
題
」
と
さ
れ
、
後
の
日
華
平
和
条
約
交
渉
や
在
台
財
産
償
還
要
求
、
日
韓
請
求
権
交
渉
へ
と
つ

な
が
る
こ
と
に
な
）
（
（
る
。
こ
の
第
四
条
は
、
日
本
人
の
在
外
財
産
の
補
償
問
題
を
日
本
政
府
に
一
任
す
る
よ
う
求
め
た
日
本
に
対
す
る
ア
メ
リ

カ
の
対
応
で
あ
っ
）
（
（
た
。
と
も
あ
れ
、
終
戦
前
の
ア
メ
リ
カ
の
構
想
に
お
い
て
も
、
平
和
条
約
で
の
決
定
に
お
い
て
も
、
対
日
賠
償
の
主
要
部

分
は
在
外
財
産
の
没
収
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
周
知
の
よ
う
に
、
占
領
期
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
は
変
転
を
経
て
お
り
、
在
外
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財
産
を
賠
償
の
核
と
す
る
戦
前
の
賠
償
構
想
が
単
線
的
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
の
賠
償
規
定
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
占
領
当
初
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
国
内
に
あ
る
工
場
設
備
等
を
国
外
に
移
転
さ
せ
る
（
い
わ
ゆ
る
中
間
賠
償
）
こ
と
を
ア
ジ
ア
へ
の

主
た
る
賠
償
手
段
と
し
て
計
画
、
実
行
し
て
い
た
が
、
途
中
で
方
針
を
転
換
し
、
設
備
移
転
を
賠
償
の
手
段
と
し
て
放
棄
、
在
外
財
産
の
没

収
を
例
外
に
無
賠
償
原
則
を
採
用
し
た
。
同
時
代
に
お
け
る
日
本
国
内
の
賠
償
問
題
の
論
点
は
こ
の
中
間
賠
償
で
あ
っ
）
（1
（

た
し
、
従
来
の
占
領

期
賠
償
問
題
研
究
も
中
間
賠
償
に
焦
点
を
当
て
、
冷
戦
に
伴
う
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
の
転
）
（（
（
換
、
あ
る
い
は
負
担
が
大
き
く
得
る
も
の
の
小

さ
い
設
備
移
転
の
非
効
率
）
（（
（

性
が
中
間
賠
償
の
緩
和
、
中
止
の
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
日
本
の
賠
償
支
払
は
、

数
百
億
ド
ル
の
在
外
財
産
の
没
収
を
除
け
ば
、「
数
十
億
ド
ル
程
度
の
比
較
的
軽
微
な
負
担
に
終
わ
っ
）
（（
（

た
」。

な
お
、
工
場
等
の
国
内
設
備
の
撤
去
は
、
経
済
復
興
の
課
題
と
雇
用
問
題
を
抱
え
る
日
本
政
府
の
経
済
政
策
へ
も
大
き
く
影
響
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
日
本
政
府
と
し
て
は
、
在
外
財
産
が
賠
償
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
を
「
期
待
」
し
、「
聯
合
国
賠
償
要
求
の
大
な

る
部
分
は
こ
れ
に
よ
り
満
足
せ
ら
れ
る
も
の
と
信
ず
る
」
と
す
ら
考
え
て
い
）
（（
（

た
。
中
間
賠
償
の
中
止
、
ア
メ
リ
カ
の
無
賠
償
方
針
へ
の
転
換

と
講
和
締
結
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ビ
ル
マ
、
南
ベ
ト
ナ
ム
と
の
個
別
交
渉
が
残
さ
れ
た
と
は
い
え
、
日
本
の
復
興
に
と
っ

て
有
利
な
結
着
と
な
っ
た
の
で
あ
）
（（
（

る
。

こ
の
よ
う
に
、
巨
額
の
在
外
財
産
の
喪
失
は
、
戦
後
日
本
の
出
発
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
在
外
財
産
は
ア
メ

リ
カ
に
よ
る
対
日
賠
償
政
策
の
緩
和
を
大
前
提
の
部
分
で
支
え
、
ま
た
軽
微
な
賠
償
は
戦
後
日
本
の
経
済
復
興
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
こ
と

は
浅
野
豊
美
が
、「
戦
後
日
本
の
初
期
復
興
計
画
は
賠
償
総
額
に
左
右
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
さ
ら
に
在
外
財
産
の
評
価
い
か
ん
に
よ
っ
て
も

大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ
）
（（
（
た
」
と
端
的
に
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
五
二
年
に
署
名
さ
れ
た
日
華
平
和
条
約
の
交

渉
過
程
で
は
、
賠
償
方
式
の
決
定
を
求
め
る
中
華
民
国
側
に
対
し
、
日
本
側
全
権
は
、
日
本
が
中
国
大
陸
に
残
置
し
た
「
数
百
億
ド
ル
の
財

産
」
を
賠
償
に
充
て
る
こ
と
を
も
っ
て
充
分
で
あ
る
と
反
論
、
の
ち
に
中
華
民
国
側
は
賠
償
要
求
を
取
り
下
げ
）
（（
（

た
。
他
方
で
、
の
ち
の
日
韓
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国
交
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
論
点
と
な
っ
た
の
が
在
韓
日
本
財
産
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
お
よ
び
日
本
の
戦

後
二
国
間
交
渉
に
お
い
て
重
要
な
論
点
を
構
成
し
、
ま
た
国
内
で
は
戦
後
の
私
有
財
産
補
償
要
求
運
動
へ
と
つ
な
が
）
（（
（
る
在
外
日
本
財
産
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
調
査
、
集
計
さ
れ
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
原）（（
（

は
、
在
外
財
産
調
査
に
つ
い
て
日
本
銀
行
、
在
外
財
産
調
査
会
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
（
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
民
間
財
産
管
理
局
）、
外

務
省
系
列
に
よ
る
調
査
結
果
を
取
り
上
げ
、
地
域
別
、
通
貨
別
、
産
業
別
等
の
詳
細
デ
ー
タ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
、
通
貨
換
算
率

を
揃
え
た
と
し
て
も
、
日
本
銀
行
調
査
の
総
額
は
五
九
七
億
五
六
七
六
万
ド
）
（1
（

ル
、
在
外
財
産
調
査
会
調
査
の
総
額
は
二
三
六
億
八
一
〇
〇
万

ド
ル
（
個
人
資
産
、
陸
海
軍
資
産
を
除
く
）、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
調
査
の
総
額
は
三
〇
八
億
六
〇
〇
〇
万
ド
ル
（
う
ち
陸
海
軍
八
九
億
八
〇
〇
〇
万
ド

ル
）
と
、
在
外
財
産
調
査
会
と
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
調
査
結
果
は
や
や
接
近
し
て
い
る
が
、
原
が
「
最
も
体
系
的
な
調
査
」
と
評
価
す
る
日
本
銀
行
と

そ
れ
ら
の
差
は
大
き
い
。
本
稿
は
、
在
外
財
産
に
関
す
る
正
確
な
数
字
を
求
め
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
お
ら
ず
、
各
調
査
へ
の
評
価
は
下
せ

な
）
（（
（

い
。
た
だ
、
日
本
銀
行
、
在
外
財
産
調
査
会
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
か
の
一
端
を
示
し
、
従
来
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で

あ
っ
た
在
外
財
産
の
集
計
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
）
（（
（
い
。

そ
も
そ
も
、
大
東
亜
共
栄
圏
に
残
さ
れ
た
日
本
財
産
は
、
そ
の
多
く
が
現
地
軍
、
現
地
政
府
、
現
地
住
民
に
よ
っ
て
盗
奪
、
破
壊
さ
れ
）
（（
（

た
。

樺
太
、
満
州
、
北
朝
鮮
で
は
ソ
連
軍
が
工
場
、
鉱
山
、
鉄
道
、
住
宅
等
を
接
収
）
（（
（

し
、
一
九
四
六
年
三
月
に
ソ
連
軍
が
満
州
か
ら
撤
退
し
た
後

に
残
さ
れ
た
企
業
財
産
は
半
壊
状
態
だ
っ
た
。
ソ
連
軍
撤
退
後
の
満
州
や
、
中
国
、
台
湾
で
は
国
民
党
軍
が
日
本
財
産
の
接
収
、
管
理
を
試

み
た
が
、
混
乱
の
な
か
接
収
の
手
続
き
が
と
ら
れ
た
の
は
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
。
米
英
軍
が
進
駐
あ
る
い
は
軍
政
下
に
お
い
た
東
南
ア
ジ

ア
各
国
で
も
、
現
地
住
民
に
よ
る
押
収
に
よ
り
日
本
財
産
の
大
部
分
は
失
わ
れ
た
。
在
外
日
本
財
産
の
少
な
く
な
い
部
分
が
、
公
的
に
接
収

さ
れ
る
前
に
現
地
社
会
の
な
か
に
溶
け
て
い
っ
た
の
で
あ
）
（（
（
る
。

結
果
と
し
て
、
戦
後
の
在
外
財
産
調
査
や
議
論
は
、「
モ
）
（（
（

ノ
」
が
部
分
的
に
し
か
無
い
状
態
で
、
数
字
を
相
手
に
行
う
し
か
な
か
っ
）
（（
（

た
。
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こ
う
し
た
事
実
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
は
、
終
戦
後
に
日
本
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
が
ど
の
よ
う
に
日
本
の
在
外
財
産
を
調
査
、
集
計
し
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
。

先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
く
。
前
述
し
た
原
に
よ
る
研
究
以
前
に
は
、
戦
後
財
政
を
包
括
的
に
論
じ
る
な
か
で
在
外
財
産
に
触
れ
た
鈴
木

武
雄
『
現
代
日
本
財
政
）
（（
（

史
』
の
ほ
か
、
岡
野
鑑
記
『
日
本
賠
償
論
』
が
あ
）
（（
（

る
。
岡
野
の
著
作
は
、
日
本
の
降
伏
か
ら
占
領
中
に
展
開
さ
れ
た

連
合
国
の
対
日
賠
償
政
策
、
講
和
成
立
、
各
国
交
渉
ま
で
の
経
緯
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
賠
償
と
の
比
較
、
理
論
的
研
究
に
ま
で
及
ぶ
体
系

的
な
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
出
典
明
記
が
一
部
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
の
検
証
が
難
し
い
。
た
だ
し
、
原
が
日
米
の
一
次
史
料
か
ら

示
し
た
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
の
流
れ
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
岡
野
の
記
述
を
裏
付
け
て
い
）
（1
（

る
。
な
お
、
同
様
に
出
典
明
記
が
限
ら

れ
て
い
る
が
概
要
把
握
に
有
用
な
書
と
し
て
春
日
哲
吉
に
よ
る
も
の
が
あ
）
（（
（
る
。

浅
野
豊
美
は
、
帝
国
解
体
の
際
の
法
的
論
理
へ
の
関
心
か
ら
出
発
）
（（
（

し
、
の
ち
に
ポ
ー
レ
ー
に
よ
る
在
外
財
産
の
接
収
と
中
間
賠
償
に
よ
る

賠
償
方
針
を
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
水
平
的
な
工
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
す
な
わ
ち
帝
国
の
地
域
へ
の
再
編
と
し
て
位
置
づ
け
）
（（
（

た
。
た

だ
、
浅
野
が
暗
黙
裡
に
旧
帝
国
地
域
の
工
業
化
に
資
す
る
も
の
と
想
定
し
て
い
る
在
外
日
本
財
産
に
、
ポ
ー
レ
ー
が
賠
償
以
上
の
意
味
を
見

出
し
て
い
た
か
は
史
料
か
ら
は
不
明
で
、
行
論
に
お
い
て
も
ポ
ー
レ
ー
の
現
地
設
備
へ
の
評
価
と
移
転
設
備
へ
の
評
価
が
混
ぜ
こ
ぜ
に
な
っ

て
い
る
。
本
稿
は
、
む
し
ろ
ポ
ー
レ
ー
の
賠
償
計
画
は
中
間
賠
償
を
何
よ
り
も
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
中
間
賠
償
と
合
わ
せ
て

賠
償
の
二
本
柱
で
あ
っ
た
在
外
財
産
を
補
助
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
置
い
た
も
の
と
考
え
る
。

殷
燕
）
（（
（
軍
は
日
本
の
在
外
財
産
に
関
す
る
日
本
と
中
国
の
統
計
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
、
国
民
政
府
が
、
ほ
と
ん
ど
が
日
本

に
よ
る
侵
略
の
結
果
で
あ
る
在
華
日
本
財
産
は
中
国
に
無
条
件
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
賠
償
の
対
象
に
す
べ
き
で
な
い
と
の
方

針
の
も
と
統
計
を
作
成
し
た
た
め
に
、
日
中
間
の
数
字
が
大
き
く
異
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
日
本
側
の
調
査
に
つ
い
て
は
先
行
研

究
に
よ
る
数
字
の
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
日
本
側
の
事
情
を
補
完
し
た
い
。
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華
北
、
華
中
に
お
け
る
日
本
企
業
の
接
収
に
つ
い
て
は
、
柴
田
善
雅
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
）
（（
（

る
。
中
国
側
の
史
料
か
ら
国
民
政
府
に
よ

る
接
収
の
実
態
や
、
接
収
さ
れ
た
企
業
名
や
資
産
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
報
告
書
に
あ
る
企
業
別
資
産
額
と
対
照
す
る
こ
と
が

可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
課
題
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
検
討
は
及
ん
で
い
な
い
。

（
（
）　
一
般
的
に
「
資
産
」「
財
産
」
と
も
に
積
極
財
産
を
指
す
が
、「
財
産
」
に
は
消
極
財
産
（
負
債
）
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
本
稿
で
は

「
在
外
財
産
」
の
名
称
に
合
わ
せ
て
基
本
的
に
「
財
産
」
を
使
う
が
、「
資
産
」
も
同
意
義
と
し
て
使
用
す
る
。

（
（
）　
原
朗
「
賠
償
・
終
戦
処
理
」
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
―
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
―
』
第
一
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
四
。

（
（
）　
同
前
、
一
九
八
〜
一
九
九
頁
。
賠
償
方
法
が
現
金
賠
償
で
は
な
く
実
物
賠
償
と
さ
れ
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
賠
償
の
失
敗

の
教
訓
と
さ
れ
て
い
る
。
北
岡
伸
一
「
賠
償
問
題
の
政
治
力
学
」
同
『
門
戸
開
放
政
策
と
日
本
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
、
四
〇
九
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
原
、
一
五
一
〜
一
五
三
頁
。Japanese�Post-W

ar�E
conom

ic�C
onsideration

と
題
さ
れ
た
本
資
料
は
、「
賠
償
問
題
に
本
格
的
に

言
及
し
た
も
っ
と
も
早
期
の
文
書
」
で
、
国
務
省
経
済
調
査
課
に
お
い
て
ロ
バ
ー
ト
・
Ｅ
・
フ
ィ
ア
リ
ー
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（
）　
同
前
、
一
五
四
頁
。
そ
し
て
周
知
の
通
り
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
日
本
の
主
権
を
「
本
州
、
北
海
道
、
九
州
、
四
国
お
よ
び
わ
れ
ら
の
決
定
す

る
諸
小
島
」
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
領
土
の
放
棄
を
命
じ
た
。

（
（
）　
戦
後
外
交
政
策
諮
問
委
員
会
領
土
問
題
小
委
員
会
、
同
前
、
一
五
一
〜
一
五
七
頁
。

（
（
）　
竹
前
栄
治
・
中
村
隆
英
監
修
、
天
川
晃
・
荒
敬
・
竹
前
・
中
村
・
三
和
良
一
編
、
岡
部
史
信
訳
『
Ｇ
Ｈ
Ｑ
日
本
占
領
史
　
日
本
人
財
産
の
管

理
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
七
、
六
一
頁
。

（
（
）　
日
本
か
ら
の
在
台
財
産
の
返
還
要
求
お
よ
び
台
湾
か
ら
の
在
日
財
産
の
返
還
要
求
に
つ
い
て
は
洪
紹
洋
（
や
ま
だ
あ
つ
し
翻
訳
）「
二
つ
の

平
和
条
約
と
日
台
経
済
―
経
済
史
の
視
座
か
ら
―
」
川
島
真
・
細
谷
雄
一
編
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
と
東
ア
ジ
ア
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
二
二
。
日
韓
請
求
権
交
渉
に
つ
い
て
は
、
太
田
修
『
日
韓
交
渉
　
請
求
権
問
題
の
研
究
』［
新
装
新
版
］、
ク
レ
イ
ン
、
二
〇
一
五
。
日
韓

請
求
権
交
渉
に
お
い
て
、
日
本
側
は
在
韓
日
本
財
産
の
う
ち
私
有
財
産
に
つ
い
て
請
求
権
を
主
張
し
た
。
の
ち
に
放
棄
。
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（
（
）　
波
多
野
澄
雄
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
体
制
の
形
成
と
そ
の
揺
ら
ぎ
―
帝
国
の
解
体
と
賠
償
問
題
―
」
前
掲
、
川
島
・
細
谷
編
、
二

四
〜
二
五
頁
。

（
（1
）　
外
務
省
特
別
調
査
委
員
会
編
『
日
本
経
済
再
建
の
基
本
問
題
』
外
務
省
調
査
局
、
一
九
四
六
（
委
員
は
有
沢
広
巳
、
大
内
兵
衛
、
宇
野
弘
蔵
、

山
田
盛
太
郎
ら
が
務
め
た
）、
大
来
佐
武
郎
『
日
本
の
経
済
水
準
』
東
西
出
版
社
、
一
九
四
八
な
ど
。
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
史
料
群
「
戦

後
外
交
記
録
」
も
、「
賠
償
」
項
目
の
下
に
は
「
中
間
賠
償
」「
平
和
条
約
関
係
」
の
分
類
し
か
な
く
、
賠
償
問
題
の
論
点
が
中
間
賠
償
に
絞
ら

れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。『
日
本
経
済
再
建
の
基
本
問
題
』
の
内
容
を
検
討
し
た
論
考
と
し
て
渡
辺
昭
夫
「
戦
後
日
本
の
出
発
点
」
同
編

『
戦
後
日
本
の
対
外
政
策
：
国
際
関
係
の
変
容
と
日
本
の
役
割
』
有
斐
閣
、
一
九
八
五
。

（
（（
）　
岡
義
武
「
降
伏
と
初
期
占
領
政
策
」
矢
内
原
忠
雄
編
『
戦
後
日
本
小
史
』
下
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
、
大
蔵
省
財
政
史
室
（
秦

郁
彦
執
筆
）『
昭
和
財
政
史
―
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
―
』
第
三
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
六
、
浅
井
良
夫
「
占
領
政
策
の
転
換
と
『
逆

コ
ー
ス
』」
中
村
政
則
編
『
占
領
と
戦
後
改
革
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
、
国
際
法
事
例
研
究
会
『
戦
後
賠
償
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇

一
六
。

（
（（
）　
前
掲
、
北
岡
。

（
（（
）　
前
掲
、
大
蔵
省
財
政
室
（
秦
）、
五
二
六
頁
。

（
（（
）　「
賠
償
関
係
資
料
（
未
定
稿
）」
戦
後
外
交
記
録
『
占
領
下
の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
二
巻
』（B

'.（.（.（.（-（

）R
ef.B

（（1（1（（（（11

（
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
、
以
下
戦
後
外
交
記
録
に
つ
い
て
同
じ
）（
以
下
、R

ef

史
料
は
す
べ
て
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧
）。

一
九
四
七
年
秋
頃
に
日
本
外
務
省
内
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
表
紙
に
下
田
武
三
（
大
臣
官
房
・
会
計
課
長
）
ら
の
名
前
が
あ
る
。

（
（（
）　
金
子
文
夫
「
植
民
地
・
占
領
地
支
配
」
大
石
嘉
一
郎
編
『
日
本
帝
国
主
義
史
（
　
第
二
次
大
戦
期
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
、
四
三

一
頁
。

（
（（
）　
浅
野
豊
美
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
：
法
域
統
合
と
帝
国
秩
序
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
、
六
〇
七
頁
。

（
（（
）　
石
井
明
「
中
国
と
対
日
講
和
―
中
華
民
国
政
府
の
立
場
を
中
心
に
―
」
渡
辺
昭
夫
・
宮
里
政
玄
編
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
六
、
三
〇
九
〜
三
一
〇
頁
。
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（
（（
）　
浅
野
豊
美
「
在
外
財
産
補
償
問
題
」
東
郷
和
彦
・
波
多
野
澄
雄
編
『
歴
史
問
題
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
は
没
収
さ
れ
た
日
本
人
の
私
有
財
産
に
対
す
る
日
本
政
府
の
補
償
義
務
を
明
記
し
な
か
っ
た
た
め
、
引
揚
者
団
体
（
在
外
同
胞

援
護
会
、
引
揚
者
団
体
全
国
連
合
会
）
に
よ
る
補
償
要
求
運
動
が
長
く
続
く
こ
と
に
な
る
。
一
九
六
七
年
八
月
一
日
、「
引
揚
者
等
に
対
す
る

特
別
交
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
同
法
は
通
称
「
在
外
財
産
補
償
法
」
と
さ
れ
て
い
る
（
日
本
法
令
索
引
）
が
、「
交
付

金
」
は
個
々
人
の
在
外
財
産
の
多
寡
で
は
な
く
終
戦
時
の
年
齢
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
、
補
償
と
は
言
い
難
い
。
な
お
、
在
外
会
社
（
日
本
国
外

に
本
社
を
置
く
会
社
）
を
核
と
す
る
企
業
団
体
に
よ
る
補
償
要
求
運
動
と
そ
の
限
界
、
変
容
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
宣
在
源
「
引
揚
企
業
団
体

の
活
動
―
戦
前
期
海
外
進
出
企
業
の
国
内
経
済
復
帰
過
程
―
」
原
朗
編
『
復
興
期
の
日
本
経
済
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
。

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
五
五
〇
〜
五
七
三
頁
。

（
（1
）　
陸
海
軍
財
産
が
含
ま
れ
て
い
る
か
は
不
明
。

（
（（
）　
な
お
現
在
の
日
本
外
務
省
は
在
外
財
産
調
査
会
の
数
字
を
公
式
の
在
外
財
産
額
と
し
て
い
る
。
日
本
外
務
省
「
賠
償
並
び
に
戦
後
処
理
の
一

環
と
し
て
な
さ
れ
た
経
済
協
力
及
び
支
払
い
等
」https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/a_o/rp/page（（_11（（（（.htm
l�

（
二
〇
二
二
年
一
二
月

一
日
最
終
閲
覧
）。

（
（（
）　
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
（G

H
Q

/SC
A

P,�“
H

istory�of�the�N
on-M

ilitary�A
ctivity�of�the�O

ccupation�of�Japan,�（（（（-（（（（”�M
o-

nograph�（（:�Japanese�Property�A
dm

inistration,�T
okyo,�（（（（

の
翻
訳
）
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
使
用
し
た
資
料
や
数
字

の
算
出
過
程
、
報
告
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
日
本
側
と
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
相
違
な
ど
不
明
な
点
も
ま
だ
多
い
。

（
（（
）　
以
下
、
詳
し
く
は
外
務
省
管
理
局
経
済
課
「
在
外
資
産
の
賠
償
処
理
に
関
す
る
件
」（
一
九
四
七
年
七
月
五
日
）、
戦
後
外
交
記
録
『
占
領
下

の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
一
巻
』（B

'.（.（.（.（-（

）�Ref.B
（（1（1（（（（11

。
ま
た
ポ
ー
レ
ー
ら
の
朝
鮮
・
中
国
視
察
報
告
も
参
照
。
前

掲
、
原
、
二
四
八
〜
二
四
九
頁
。

（
（（
）　
ソ
連
は
一
九
四
五
年
八
月
三
〇
日
に
は
国
家
防
衛
委
員
会
に
お
い
て
日
系
財
産
を
戦
利
品
と
し
て
搬
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
ハ
ル
ビ
ン
〜

満
洲
里
間
の
線
路
を
広
軌
に
改
築
、
一
〇
月
一
〇
日
に
は
モ
ス
ク
ワ
と
の
直
通
運
行
を
開
始
し
満
州
か
ら
の
設
備
輸
送
を
行
っ
た
。
更
に
ソ
連

軍
は
満
州
重
工
業
開
発
総
裁
の
高
碕
達
之
助
か
ら
同
社
の
全
財
産
引
渡
し
の
合
意
を
取
り
つ
け
、
そ
の
他
鉄
道
や
化
学
工
場
の
引
渡
し
に
つ
い
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て
も
高
碕
か
ら
了
承
を
獲
得
し
て
い
る
。
加
藤
聖
文
『
海
外
引
揚
の
研
究
　
忘
却
さ
れ
た
「
大
日
本
帝
国
」』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
、
四
六

〜
四
七
頁
。

（
（（
）　
朝
鮮
、
台
湾
に
お
け
る
日
本
財
産
の
接
収
処
理
（
法
制
）
に
つ
い
て
は
、
高
石
末
吉
編
『
覚
書
終
戦
財
政
始
末
：
朝
鮮
・
台
湾
・
樺
太
・
千

島
の
終
戦
』
第
六
巻
、
大
蔵
省
官
房
調
査
課
、
一
九
六
一
を
参
照
。
中
華
民
国
政
府
に
よ
る
敵
産
資
産
（
日
本
財
産
）
の
接
収
体
制
に
つ
い
て

は
、
柴
田
善
雅
「
中
国
関
内
占
領
地
日
系
企
業
の
敗
戦
後
処
理
」『
東
洋
研
究
』
一
五
八
、
二
〇
〇
五
・
一
二
、
西
川
博
史
『
戦
中
戦
後
の
中

国
と
ア
メ
リ
カ
・
日
本
』H

IN
A

S

（
北
海
学
園
北
東
ア
ジ
ア
研
究
交
流
セ
ン
タ
ー
）、
二
〇
一
四
、
二
二
〇
〜
二
二
三
頁
。
中
華
民
国
に
お
け

る
対
日
講
和
論
は
、
在
華
日
本
財
産
は
没
収
、
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
賠
償
に
充
て
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
声
が
多
か
っ
た
。
川
島
真
「
戦

後
初
期
中
国
に
お
け
る
対
日
講
和
観
―
一
九
四
五
〜
一
九
四
七
年
を
中
心
に
―
」
前
掲
、
川
島
・
細
谷
編
。

（
（（
）　
在
外
財
産
に
は
無
体
財
産
も
含
ま
れ
る
が
、
約
九
一
％
が
有
体
財
産
で
あ
っ
た
。
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
、
五
八
頁
。

（
（（
）　
後
述
す
る
Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
日
本
の
合
同
委
員
会
で
も
、
満
州
や
朝
鮮
で
の
視
察
は
不
要
と
さ
れ
た
。M

eeting�on�（�N
ov.�（（（（,�rem

arks�by�

K
anoh�and�M

cG
rath,�O

verseas�A
ssets�Investigation�C

ouncil�-�V
erbatim

�R
eports�N

o.�I,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�

Property�C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（（,�folder�（（

（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
、C

PC
1（（（（

）。

（
（（
）　
上
中
下
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
。
京
城
帝
国
大
学
の
教
授
で
あ
っ
た
鈴
木
は
引
き
揚
げ
後
、
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
人
の
資
産
は

平
和
的
商
取
引
の
成
果
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
個
人
の
在
外
財
産
返
還
運
動
に
関
わ
り
、
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
く
『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関

す
る
歴
史
的
調
査
』
全
三
七
冊
の
編
集
委
員
を
務
め
た
。
朴
敬
珉
『
朝
鮮
引
揚
げ
と
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
へ
の
道
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
八
、
第
二
章
、
第
三
章
。

（
（（
）　
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
八
。

（
（1
）　
本
論
文
で
は
主
に
史
料
を
明
示
し
て
い
る
原
の
研
究
を
出
典
に
記
す
が
、
岡
野
『
日
本
賠
償
論
』
も
賠
償
問
題
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
初

期
の
重
要
な
先
行
研
究
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

（
（（
）　
春
田
哲
吉
『
日
本
の
海
外
植
民
地
統
治
の
終
焉
』
原
書
房
、
一
九
九
九
。

（
（（
）　
前
掲
、
浅
野
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
』、
第
Ⅵ
編
第
三
章
。
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（
（（
）　
浅
野
豊
美
編
著
『
戦
後
日
本
の
賠
償
問
題
と
東
ア
ジ
ア
地
域
再
編
：
請
求
権
と
歴
史
認
識
問
題
の
起
源
』
慈
学
社
出
版
、
二
〇
一
三
、
特
に

第
二
章
。
浅
野
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
「
地
域
統
合
」
計
画
と
い
う
主
張
へ
の
批
判
と
し
て
、
前
掲
、
西
川
、
二
五
二
頁
、
注
（
三
三

四
）。

（
（（
）　
殷
燕
軍
「
戦
時
に
お
け
る
日
本
在
華
財
産
の
推
計
に
つ
い
て
」『
一
橋
論
叢
』
一
一
四
（
二
）、
一
九
九
五
・
八
。

（
（（
）　
柴
田
善
雅
『
中
国
占
領
地
日
系
企
業
の
活
動
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
八
、
第
十
章
、
補
章
。

一
　
占
領
政
策
と
在
外
財
産

1　

対
日
経
済
政
策
の
厳
格
化
と
賠
償
政
策

本
章
で
は
、
原
ら
の
先
行
研
究
に
拠
り
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
に
お
け
る
日
本
の
在
外
財
産
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、「
在
外
財
産
」
の
定
義
で
あ
）
（
（
る
。
在
外
財
産
は
、
終
戦
後
に
日
本
人
（
政
府
・
法
人
を
含
む
）
が
日
本
国
外
に
所
有
す
る
積
極
財

産
を
指
し
、
負
債
は
含
ま
な
）
（
（

い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
に
は
（
一
）
戦
時
中
か
ら
終
戦
後
も
引
き
続
き
日
本
国
外
に
在
留
す
る
日
本
人
が
海
外

に
所
有
す
る
財
産
、（
二
）
現
在
日
本
の
領
域
内
に
あ
る
日
本
人
が
日
本
国
外
に
所
有
す
る
財
産
、
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
賠
償
を
想
定
し

在
外
財
産
と
し
て
調
査
さ
れ
た
の
は
後
者
で
あ
る
。

原
は
、
戦
後
の
対
日
賠
償
問
題
の
経
過
を
五
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
い
る
。
第
一
期
は
、
連
合
国
の
対
日
賠
償
原
則
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
、

初
期
対
日
政
策
や
初
期
基
本
的
指
令
な
ど
に
定
式
化
さ
れ
る
一
九
四
五
年
一
一
月
ま
で
。
第
二
期
は
、
極
東
委
員
会
が
ポ
ー
レ
ー
中
間
賠
償

計
画
に
基
づ
き
中
間
賠
償
計
画
を
決
定
し
、
中
間
賠
償
の
三
〇
％
前
渡
即
時
取
立
指
令
に
至
る
一
九
四
七
年
四
月
ま
で
。
第
三
期
は
、
ス
ト

ラ
イ
ク
報
告
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
等
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
賠
償
方
針
が
転
換
し
三
〇
％
前
渡
取
立
が
中
止
さ
れ
る
一
九
四
九
年
四
月
ま
で
。
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以
後
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
よ
り
賠
償
条
項
が
確
定
す
る
（
一
九
五
一
年
九
月
）
ま
で
が
第
四
期
、
東
南
ア
ジ
ア
四
ヶ
国
や
他

の
国
々
へ
の
賠
償
支
払
あ
る
い
は
無
償
経
済
協
力
が
実
行
さ
れ
る
二
十
数
年
間
が
第
五
期
と
さ
れ
る
。
第
一
期
〜
第
三
期
の
区
分
は
中
間
賠

償
の
取
立
方
針
の
有
無
を
基
準
と
し
た
賠
償
政
策
の
転
換
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
大
ま
か
な
流
れ
の
な
か

で
在
外
財
産
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
た
い
。

前
述
の
通
り
、
一
九
四
三
年
夏
段
階
の
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
は
、
日
本
経
済
を
破
綻
さ
せ
な
い
範
囲
で
の
対
日
賠
償
賦
課
が
構
想
さ
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
は
、
在
外
財
産
の
一
部
ま
た
は
全
部
の
没
収
は
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
賠
償
方
法
と
し
て
の
工
場
設
備
等
の
撤
去
・
移
転
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
産
業
の
特
定
部
門
に
対
す
る
制
限
は
想
定
さ
れ
て
い
）
（
（

る
）。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
は
一
九
四
四
年
夏
頃
に
、

対
日
賠
償
方
針
に
つ
い
て
対
独
賠
償
政
策
と
の
整
合
性
や
日
本
国
民
に
認
め
る
生
活
水
準
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
る
が
、
一
貫
し
て
賠

償
の
主
力
は
在
外
財
産
の
没
収
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
他
に
財
貨
（goods

）、
労
務
（services

）
に
よ
る
追
加
賠
償
の
可
能
性
も
示
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
中
間
賠
償
の
実
施
や
そ
の
重
要
性
は
自
明
と
は
さ
れ
て
い
な
）
（
（

い
。
し
か
し
、
同
年
秋
頃
か
ら
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
対
日
政

策
が
宥
和
的
す
ぎ
る
と
の
批
判
が
浮
上
し
、
対
日
経
済
政
策
全
体
が
厳
格
化
す
）
（
（
る
と
、
日
本
の
軍
需
品
・
軍
需
施
設
の
「
解
放
地
域
」
そ
の

他
諸
地
域
へ
の
移
転
が
非
軍
事
化
の
一
手
段
と
し
て
採
用
さ
）
（
（

れ
、
一
九
四
五
年
一
月
一
日
作
成
の
「
対
日
経
済
政
策
案
」
で
は
、
対
日
賠
償

計
画
の
具
体
案
と
し
て
第
一
に
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
設
備
（
一
般
機
械
、
輸
送
機
械
、
産
業
機
械
、
金
属
工
作
機
械
）
移
転
が
「
最
も
好
ま
し

い
方
式
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
）
（
（
た
。
次
点
に
在
外
財
産
の
没
収
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
四
四
年
秋
以
降
の
賠
償
政
策
の
議
論
は
、
対
日
経

済
政
策
の
厳
格
化
を
目
指
す
国
務
省
経
済
局
財
政
金
融
課
が
リ
ー
ド
し
て
い
）
（
（
た
た
め
、
重
工
業
抑
制
策
で
も
あ
る
重
工
業
設
備
撤
）
（
（
去
が
一
気

に
賠
償
手
段
と
し
て
前
景
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
九
四
四
年
秋
か
ら
年
末
に
か
け
て
見
ら
れ
る
こ
の
変
化
に
つ
い
て
、
原
は
と
く
に

着
目
し
て
い
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
構
想
段
階
に
お
い
て
対
日
経
済
政
策
の
引
き
締
め
に
伴
い
賠
償
政
策
が
質
的
に
変
容
し
た
こ
と
は
、

戦
後
の
賠
償
政
策
の
転
換
（
中
間
賠
償
中
止
）
と
対
に
な
る
か
た
ち
で
注
目
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
財
政
金
融
課
が
作
成
を
主
導
し
た
対
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日
政
策
案
は
、
一
九
四
五
年
四
月
に
国
務
次
官
補
の
ア
チ
ソ
ン
ら
に
批
判
さ
れ
不
採
択
と
な
る
が
、
そ
の
内
容
自
体
は
対
日
政
策
立
案
を
担

っ
た
国
務
陸
海
三
省
調
整
委
員
会
（
Ｓ
Ｗ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
が
以
後
作
成
す
る
主
要
な
対
日
方
針
の
経
済
財
政
条
項
に
引
き
継
が
）
（1
（
れ
、
在
外
財
産
没

収
と
実
物
賠
償
を
対
日
賠
償
の
内
容
と
す
る
方
針
が
断
絶
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
後
、
産
業
の
非
軍
事
化
を
主
と
す
る
国
務
省
の
方
針
と
重
な
る
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
七
月
二
六
日
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、「
其
の

経
済
を
支
持
し
」
か
つ
「
実
物
賠
償
（reparations�in�kind

）
の
取
立
を
可
能
」
と
す
る
範
囲
で
日
本
の
産
業
を
維
持
す
る
こ
と
を
許

し
）
（（
（

た
。
一
九
四
五
年
九
月
二
二
日
の
「
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
初
期
の
対
日
方
）
（（
（

針
」（
以
下
、「
対
日
方
針
」）
で
は
、
引
き
続
き
在
外
財
産

の
没
収
と
既
存
物
資
・
設
備
撤
去
が
「
日
本
国
の
侵
略
に
対
す
る
賠
償
方
法
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
外
務
省
は
、
ア
メ
リ
カ
に

よ
る
中
間
賠
償
の
取
り
立
て
（「
平
和
的
日
本
経
済
又
は
占
領
軍
に
対
す
る
補
給
の
為
必
要
な
ら
ざ
る
物
資
又
は
現
存
資
本
設
備
及
施
設
を

引
渡
す
こ
と
」）
を
、「
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
独
逸
処
理
に
於
け
る
失
敗
に
鑑
み
例
ば
軍
事
的
用
途
に
転
換
し
得
る
如
き
巨
大
な
る
製
鋼
業

等
の
存
続
を
賠
償
物
資
生
産
の
為
に
容
認
す
る
意
図
な
き
を
明
確
に
せ
る
も
の
な
る
へ
し
」
と
受
け
止
め
つ
つ
、
連
合
国
、
少
な
く
と
も
ア

メ
リ
カ
の
「
現
実
的
実
際
的
方
針
を
暗
示
す
る
も
の
」
と
解
釈
し
）
（（
（
た
。

「
対
日
方
針
」
の
「
在
外
日
本
国
資
産
」
の
項
で
は
、「
日
本
国
の
現
存
在
外
資
産
及
降
伏
条
項
に
依
り
日
本
よ
り
分
離
せ
し
め
ら
れ
た
る

地
域
に
在
る
日
本
国
の
現
存
資
産
は
全
部
又
は
一
部
皇
室
及
政
府
の
所
有
に
属
す
る
資
産
を
含
み
占
領
軍
当
局
に
明
示
せ
ら
れ
且
連
合
国
当

局
の
決
定
に
依
る
処
分
を
俟
つ
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
外
務
省
は
在
外
財
産
の
主
要
部
分
が
私
有
財
産
で
あ
れ
賠
償
物
資
と
し

て
没
収
さ
れ
る
こ
と
は
「
略
確
実
な
る
へ
し
」
と
受
け
止
め
）
（（
（
た
。
大
蔵
省
も
「
対
日
方
針
」
公
表
の
直
後
で
あ
る
九
月
末
に
作
成
し
た
「
本

年
十
二
月
初
旬
迄
に
実
施
す
べ
き
重
要
施
策
及
調
査
事
項
」
の
な
か
で
、
在
外
財
産
が
賠
償
対
象
と
な
る
場
合
を
予
想
し
そ
の
実
体
調
査
と

補
償
措
置
の
研
究
を
挙
げ
て
い
）
（（
（
る
。
日
本
政
府
は
戦
後
直
後
か
ら
在
外
財
産
没
収
を
ア
メ
リ
カ
の
既
定
方
針
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
。
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2　

ポ
ー
レ
ー
に
よ
る
「
東
ア
ジ
ア
復
興
」
構
想

在
外
財
産
と
中
間
賠
償
を
賠
償
の
二
本
柱
と
し
た
「
対
日
方
針
」、
そ
し
て
一
九
四
五
年
一
一
月
一
日
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
へ
の
基
本
指
）
（（
（
令

で
あ
っ
た
が
、
同
年
九
月
に
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
問
題
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
Ｗ
・
ポ
ー
レ
）
（（
（
ー
の
賠
償
構
想
か
ら
は

「
対
日
方
針
」
と
は
や
や
異
な
る
志
向
が
う
か
が
え
る
。
一
〇
月
末
に
公
表
さ
れ
た
ポ
ー
レ
ー
の
声
明
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
と

し
て
、（
ａ
）
日
本
産
業
を
非
軍
事
化
す
る
（Industrial�disarm
am

ent

）、（
ｂ
）
賠
償
を
受
け
る
諸
国
に
対
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
経
済
計

画
に
従
っ
て
自
国
経
済
を
強
化
す
る
た
め
に
日
本
の
工
場
を
割
り
当
て
る
、（
ｃ
）
食
料
品
な
ど
必
要
か
つ
承
認
さ
れ
た
輸
入
物
資
と
の
交

換
の
た
め
、
日
本
に
は
最
低
限
の
輸
出
産
業
を
残
す
、（
ｄ
）
日
本
に
お
け
る
食
糧
生
産
・
食
品
加
工
の
多
様
化
と
増
産
を
強
化
す
る
、
の

四
点
を
挙
げ
て
い
）
（（
（
る
。
ポ
ー
レ
ー
は
日
本
経
済
の
最
低
限
の
維
持
に
留
意
し
つ
つ
、
そ
の
賠
償
政
策
の
焦
点
を
東
ア
ジ
ア
の
復
興
（the�re-

habilitation�of�E
ast�A

sia

）
に
当
て
）
（（
（

た
。
ポ
ー
レ
ー
の
賠
償
政
策
は
、
戦
中
以
来
構
想
さ
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
賠
償
政
策
に
は

存
在
し
な
か
っ
た
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
経
済
復
興
と
い
う
新
た
な
目
標
を
基
礎
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
二
月
に
は
、
朝
鮮
の
設
備
が
賠
償
の

た
め
に
移
転
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
間
違
っ
た
朝
鮮
内
で
の
懸
念
に
対
し
、
ポ
ー
レ
ー
は
賠
償
計
画
の
核
は
日
本
か
ら
朝
鮮
へ
の
設

備
移
転
に
あ
る
こ
と
を
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
、
そ
し
て
プ
レ
ス
へ
向
け
て
強
調
し
て
い
）
（1
（

る
。
懲
罰
的
な
ポ
ー
レ
ー
の
賠
償
政
策
の
中
心
は
日

本
か
ら
の
工
業
設
備
撤
去
と
そ
の
東
ア
ジ
ア
へ
の
移
転
に
あ
り
、
在
外
財
産
は
サ
ブ
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
真
珠
湾

攻
撃
四
周
年
の
日
に
ポ
ー
レ
ー
が
公
表
し
た
声
明
（
ポ
ー
レ
ー
中
間
報
告
）
で
も
、
賠
償
手
段
と
し
て
の
中
間
賠
償
に
紙
幅
が
割
か
れ
て
お

り
、
末
尾
で
在
外
財
産
の
没
収
に
触
れ
る
の
み
で
あ
っ
）
（（
（
た
。

た
だ
し
、
ポ
ー
レ
ー
が
在
外
財
産
に
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ポ
ー
レ
ー
は
一
一
月
一
三
日
に
来
日
し
東
京
で
の
視
察
を
行
っ

た
が
（
そ
の
間
、
中
国
を
訪
問
し
各
地
視
察
、
蒋
介
石
と
対
談
）、
滞
在
中
の
一
一
月
二
六
日
に
は
「
日
本
の
在
外
財
産
に
関
す
る
帰
属
命

令
」
案
を
作
成
し
、
司
令
部
に
「
日
本
在
外
及
外
貨
資
産
管
理
局
」
を
置
き
、
同
局
に
在
外
財
産
の
没
収
事
務
を
管
掌
さ
せ
る
旨
の
命
令
を
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マ
ッ
カ
ー
サ
ー
か
ら
発
す
る
よ
う
提
案
し
て
い
）
（（
（

る
。
た
だ
、
そ
の
二
日
後
、
ポ
ー
レ
ー
一
）
（（
（

行
は
朝
海
浩
一
郎
（
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
総
務

部
第
一
課
長
）
と
の
会
話
に
お
い
て
、
朝
海
の
「
日
本
の
在
外
資
産
は
全
部
賠
償
と
し
て
取
り
上
げ
ら
る
る
や
」
と
の
問
い
に
対
し
、「
既

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
る
に
あ
ら
ず
や
」
と
返
答
し
て
い
）
（（
（
る
。
国
民
政
府
が
日
本
資
産
の
接
収
方
針
を
固
め
た
の
が
一
一
月
二
三
）
（（
（
日
と
し
て
も
、

韓
国
で
の
日
本
財
産
の
接
収
命
令
が
ア
メ
リ
カ
軍
政
庁
か
ら
発
さ
れ
た
の
は
翌
）
（（
（

月
で
あ
り
、
ポ
ー
レ
ー
ら
は
在
外
財
産
の
処
理
に
つ
い
て
そ

の
必
要
は
認
識
し
つ
つ
も
、
あ
ま
り
正
確
な
状
況
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。「
ポ
ー
レ
ー
は
賠
償
の
方
式

と
し
て
、
日
本
の
在
外
資
産
の
没
収
を
重
視
し
て
い
た
」
と
の
評
）
（（
（

価
も
あ
る
が
、
ポ
ー
レ
ー
自
身
は
日
本
の
非
軍
事
化
と
東
ア
ジ
ア
復
興
の

た
め
の
設
備
撤
去
・
移
転
実
施
を
使
命
と
し
て
お
り
、
在
外
財
産
へ
の
関
心
は
そ
こ
ま
で
高
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
）
（（
（

る
。

3　

対
日
経
済
政
策
の
転
換
と
在
外
財
産
喪
失
の
意
味

一
九
四
六
年
二
月
に
極
東
委
員
会
が
発
足
す
る
と
、
同
委
員
会
は
ポ
ー
レ
ー
の
賠
償
計
画
を
も
と
に
中
間
賠
償
計
画
を
決
定
し
た
。
そ
の

後
、
国
別
配
分
を
め
ぐ
る
ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
の
対
立
を
含
み
つ
つ
一
九
四
七
年
四
月
に
賠
償
用
施
設
の
撤
去
開
始
が
決
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
ポ
ー
レ
ー
の
懲
罰
的
賠
償
計
画
に
は
当
初
か
ら
緩
和
す
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が
司
令
部
や
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
出
て
お
り
、
陸
軍
省

が
主
導
し
た
第
一
次
ス
ト
ラ
イ
ク
調
査
団
・
報
告
、
第
二
次
ス
ト
ラ
イ
ク
調
査
団
・
報
告
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
調
査
団
・
報
告
、
に
よ
り
段
階

的
に
賠
償
撤
去
が
縮
小
さ
れ
、
一
九
四
九
年
五
月
に
は
極
東
委
員
会
の
ア
メ
リ
カ
代
表
・
フ
ラ
ン
ク
・
Ｒ
・
マ
ッ
コ
イ
の
声
明
に
よ
り
中
間

賠
償
取
立
中
止
と
賠
償
政
策
の
破
棄
が
宣
言
さ
れ
）
（（
（
た
。
背
景
に
は
一
九
四
七
年
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
等
に

象
徴
さ
れ
た
冷
戦
の
開
始
、
東
西
構
造
の
固
定
化
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
の
転
換
が
あ
る
。
一
九
四
七
年
か
ら
は
対
日
講
和
問
題

に
お
い
て
「
戦
後
処
理
」
的
観
点
が
後
退
し
、「
冷
戦
」
的
思
考
が
深
く
浸
透
し
は
じ
め
る
、
と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
）
（1
（
る
。

こ
の
間
、
中
間
賠
償
継
続
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
の
傍
ら
で
、
在
外
財
産
の
処
分
確
定
を
求
め
る
意
）
（（
（

見
や
、
在
外
財
産
を
所
属
国
に
帰
属
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さ
せ
る
べ
き
と
す
る
意
）
（（
（

見
が
出
て
い
る
。
在
外
財
産
の
処
分
は
賠
償
緩
和
の
根
拠
と
さ
れ
つ
）
（（
（

つ
、
ド
イ
ツ
の
在
外
財
産
処
分
の
決
定
を
待
っ

て
い
た
こ
と
、
ソ
連
軍
が
満
州
地
域
か
ら
撤
去
し
た
日
本
財
産
を
戦
利
品
と
す
る
か
賠
償
に
含
む
か
の
対
立
が
米
ソ
間
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
実
際
の
処
分
は
宙
に
浮
い
た
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

在
外
財
産
の
存
在
を
強
調
し
た
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
後
の
一
九
四
八
年
三
月
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
来
日
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
国
務
省

政
策
企
画
部
長
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
ド
レ
イ
パ
ー
陸
軍
次
官
に
対
し
て
、
日
本
は
満
州
、
韓
国
、
華
北
な
ど
に
お
け
る
財
産
の
喪
失
に
よ

り
五
〇
〇
億
ド
ル
を
既
に
支
払
っ
て
（paid

）
お
り
、
日
本
に
残
さ
れ
た
設
備
す
べ
て
を
も
っ
た
と
し
て
も
一
九
五
三
年
ま
で
に
経
済
的
に

自
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
、
賠
償
中
止
の
意
見
を
述
べ
て
い
）
（（
（

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
在
外
財
産
の
喪
失
は
「
十
分
な
」
賠
償
と
し

て
だ
け
で
な
く
、
日
本
経
済
が
受
け
た
損
失
、
ダ
メ
ー
ジ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
弱
体
化
し
た
日
本
経
済
の
安
定
化
の
た
め
に
賠
償
を
中

止
す
べ
き
と
い
う
主
張
を
支
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
在
外
財
産
の
没
収
の
み
を
賠
償
と
す
る
か
、
更
に
施
設
撤
去
を
行
う
か
に
つ
い
て
陸
軍

省
と
国
務
省
の
意
見
は
分
か
れ
）
（（
（

た
が
、
司
令
部
は
あ
く
ま
で
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
の
承
認
を
求
め
、
在
外
財
産
に
よ
る
実
質
的
な
賠
償
、
中

間
賠
償
中
止
、
日
本
経
済
安
定
の
必
要
を
強
調
し
）
（（
（
た
。

一
九
四
八
年
一
〇
月
に
は
ア
メ
リ
カ
は
正
式
に
対
日
講
和
を
非
懲
罰
的
に
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（
国
家
安
全
保
障
会
議
文
書
一
三
／

二
）。
一
九
四
九
年
四
月
に
は
、
国
務
省
が
中
間
賠
償
の
停
止
を
骨
子
と
す
る
提
案
を
行
っ
た
こ
と
で
陸
軍
省
と
の
対
立
が
解
消
さ
）
（（
（

れ
、
五

月
一
二
日
の
極
東
委
員
会
で
の
マ
ッ
コ
イ
声
明
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
中
間
賠
償
中
止
へ
と
至
る
。
マ
ッ
コ
イ
声
明
は
、
在
外
財
産
の
喪
失
を

日
本
の
賠
償
義
務
に
対
す
る
支
払
い
と
し
て
評
価
し
つ
つ
、
そ
の
取
得
の
地
域
別
不
均
衡
と
い
う
問
題
点
を
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
も
触
れ
た
よ

う
な
日
本
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
（the�loss�of�these�properties...drastically�reduces�Japan ’s�ability�to�support�even�at�a�m

inim
um

�

level�the�needs�of�people

）
を
強
調
す
る
こ
と
で
か
わ
し
て
い
）
（（
（
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
発
言
や
マ
ッ
コ
イ
声
明
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

占
領
政
策
の
目
的
が
日
本
経
済
の
安
定
へ
と
転
換
す
る
な
か
で
、
在
外
財
産
の
喪
失
は
、
相
手
国
の
被
害
へ
の
支
払
い
と
い
う
よ
り
も
、
中
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間
賠
償
に
代
わ
る
十
分
な
（
か
つ
確
定
し
た
）
損
害
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、
一
九
四
五
年
一
一
月
の
ポ
ー

レ
ー
来
日
時
に
、
在
外
財
産
の
没
収
が
「
今
次
戦
争
勃
発
に
責
任
を
有
す
る
財
閥
の
打
倒
」
の
た
め
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
）
（（
（
た
の
と
は
大
き

く
異
な
る
。
実
際
、
日
本
政
府
も
こ
れ
以
後
、
日
本
経
済
へ
の
打
撃
を
理
由
に
こ
れ
以
上
の
賠
償
は
で
き
な
い
と
主
張
す
）
（1
（
る
。

マ
ッ
コ
イ
の
賠
償
破
棄
声
明
に
対
し
、
賠
償
庁
は
「
ア
メ
リ
カ
政
府
が
在
外
資
産
を
除
き
こ
れ
以
上
の
対
日
賠
償
を
取
立
て
な
い
と
の
政

策
を
明
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
こ
こ
に
深
く
感
謝
す
る
と
共
に
、
こ
の
政
策
が
関
係
列
国
に
よ
り
正
式
に
採
さ
れ
、
わ
が
国
が
賠
償
義

務
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
日
の
一
日
も
早
く
到
来
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
」
と
の
文
書
を
残
し
て
い
）
（（
（

る
。
前
述
の
通
り
、
日
本
政
府

は
当
初
か
ら
在
外
財
産
の
没
収
を
賠
償
と
し
て
覚
悟
し
て
い
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
中
間
賠
償
取
立
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
少
な
く

と
も
ア
メ
リ
カ
か
ら
課
さ
れ
る
賠
償
義
務
か
ら
の
「
解
放
」
で
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
六
月
に
は
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
。
同
年
一
一
月
、

ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
「
対
日
講
和
七
原
則
」
を
公
表
し
、
対
日
賠
償
は
連
合
国
内
の
日
本
財
産
の
み
に
限
定
し
請
求
権
を
原
則
放
棄
す
る

「
寛
大
な
講
和
」
路
線
を
宣
言
し
）
（（
（

た
。
た
だ
、
実
質
的
な
無
賠
償
講
和
に
反
対
す
る
東
南
ア
ジ
ア
諸
）
（（
（

国
の
強
硬
な
態
度
を
受
け
て
、
一
九
五

〇
年
四
月
か
ら
国
務
省
顧
問
と
し
て
対
日
講
和
を
主
導
し
た
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
ダ
レ
ス
は
、
無
賠
償
原
則
を
緩
和
し
役
務
提
供
に
よ
る
賠
償
支
払

い
を
認
め
）
（（
（

た
。
一
九
五
一
年
九
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
一
四
条
が
、
役
務
賠
償
の
た
め
の
対
日
交
渉
と
、
在
外
日
本
財
産
の

没
収
と
処
分
を
除
き
、
連
合
国
の
対
日
請
求
権
の
放
棄
を
定
め
た
こ
と
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

在
外
財
産
を
例
外
と
し
た
無
賠
償
原
則
を
歓
迎
し
た
日
本
で
あ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
政
府
が
在
外
財
産
に
よ
る
賠
償
に
つ
い
て
最
初
か

ら
全
て
を
受
け
入
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
政
府
の
初
期
在
外
財
産
問
題
研
究
に
つ
い
て
は
既
に
浅
野
が
整
理
し
て

い
）
（（
（
る
が
、
法
秩
序
、
法
制
度
に
着
目
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
整
理
し
て
お
き
た
）
（（
（
い
。

ま
ず
、
日
本
外
務
省
は
在
外
財
産
の
「
法
律
的
処
理
」
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
例
に
照
ら
し
講
和
条
約
締
結
を
も
っ
て
完
了
す
る
と
見

て
お
り
、
講
和
会
議
ま
で
対
案
の
研
究
、
連
合
国
側
へ
の
「
合
理
的
解
決
」
の
要
請
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
研
究
、
要
請
の
内
容



276

を
確
認
し
よ
う
。

（
（
）
旧
領
土
（
樺
太
、
北
千
島
、
朝
鮮
、
台
湾
等
）
居
住
の
日
本
人
は
、「
平
和
的
な
る
移
住
民
」
で
あ
り
「
そ
の
財
産
も
合
法
的
に
取

得
さ
れ
」「
開
発
に
貢
献
せ
る
所
す
く
な
が
ら
ず
」、
他
の
占
領
地
域
の
日
本
人
財
産
と
同
様
に
賠
償
に
充
当
す
る
の
は
公
正
で
は
な
い
。

「
割
譲
地
」
の
イ
タ
リ
ア
国
民
の
財
産
等
を
尊
重
し
た
今
回
の
対
イ
タ
リ
ア
講
和
条
約
を
見
て
も
、
旧
領
土
の
日
本
人
私
有
財
産
は
イ

タ
リ
ア
同
様
尊
重
さ
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
返
還
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
（
）
満
州
、
中
国
、
南
方
占
領
地
区
に
お
け
る
日
本
人
財
産
は
「
膨
張
政
策
的
資
産
」
と
し
て
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
内
に
も

太
平
洋
戦
争
以
前
、
満
州
事
変
以
前
の
「
平
和
的
商
業
的
進
出
の
正
当
な
る
成
果
」、「
全
く
平
和
的
移
住
民
の
労
苦
の
結
晶
」
と
し
て

の
私
有
財
産
が
含
ま
れ
る
。「
非
軍
事
化
の
建
前
」
か
ら
見
て
も
必
要
以
上
の
負
担
を
私
有
財
産
に
及
ぼ
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
、
満

州
に
つ
い
て
は
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
以
前
、
中
国
に
つ
い
て
は
同
期
、
あ
る
い
は
一
九
三
七
年
七
月
七
日
以
前
、
南
方
占
領
地
区

に
つ
い
て
は
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
以
前
の
居
住
者
の
私
有
財
産
は
賠
償
か
ら
除
外
す
る
か
、「
清
算
代
金
」
を
返
還
す
べ
き
で
あ

る
。

（
（
）
そ
の
他
の
連
合
国
地
域
に
関
し
て
も
「
平
和
的
移
民
」
の
私
有
財
産
は
「
国
際
慣
習
」
に
照
ら
し
没
収
す
べ
き
で
な
い
。
中
立
国

所
在
財
産
は
法
理
論
的
に
も
連
合
国
が
処
分
す
べ
き
で
な
い
。

（
（
）
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
や
対
イ
タ
リ
ア
講
和
条
約
で
の
例
に
則
り
、
外
交
機
関
、
宗
教
的
、
慈
善
事
業
的

財
産
は
賠
償
か
ら
除
外
さ
れ
た
い
。

（
（
）
財
産
の
評
価
方
法
と
し
て
、
終
戦
時
の
「
市
場
時
価
主
義
」
と
、
連
合
国
が
採
用
す
る
で
あ
ろ
う
帳
簿
価
格
・
取
得
価
格
等
の
二

つ
が
考
え
ら
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
、
日
本
は
「
一
方
的
に
非
常
に
不
利
な
る
評
価
を
押
し
着
け
ら
る
る
結
果
」
と
な
る
の
で
「
市
場

時
価
主
義
」
に
拠
り
た
い
。
ま
た
企
業
財
産
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
構
成
財
産
の
個
別
的
評
価
と
、
歴
史
的
経
済
的
基
礎
、
人
的
要
素
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と
い
っ
た
運
営
状
態
を
考
慮
し
た
総
合
的
評
価
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
前
者
の
場
合
は
極
端
に
は
「
ス
ク
ラ
ッ
プ
的
価
値
」
の
み
残
る

た
め
、
総
合
的
評
価
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。

（
（
）
在
外
財
産
の
評
価
は
財
産
所
在
地
の
当
時
通
貨
（
軍
票
、
連
銀
券
、
儲
備
券
等
）
を
お
そ
ら
く
米
ド
ル
に
統
一
換
算
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
複
雑
か
つ
不
安
定
な
通
貨
の
正
確
な
換
算
率
算
出
の
た
め
に
「
正
確
有
利
」
な
る
資
料
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
円

ド
ル
は
終
戦
時
の
暫
定
換
算
率
で
あ
る
一
ド
ル
一
五
円
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
（
）
ソ
連
軍
に
よ
っ
て
撤
去
さ
れ
た
在
満
州
、
在
朝
鮮
財
）
（（
（

産
は
戦
利
品
で
な
く
賠
償
と
し
て
扱
う
よ
う
英
米
等
に
懇
請
す
る
。
各
地
で

現
地
軍
、
住
民
に
よ
っ
て
破
壊
、
盗
奪
さ
れ
た
財
産
の
処
理
は
日
本
の
負
担
で
行
う
べ
き
で
な
く
、
救
済
措
置
を
要
請
す
る
必
要
が
あ

る
。

（
（
）
在
外
財
産
が
賠
償
す
る
対
象
は
被
賠
償
国
、
国
民
の
損
害
、
私
的
債
権
そ
の
他
の
請
求
権
、
ほ
か
一
切
の
現
地
関
係
請
求
権
を
網

羅
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
「
戦
争
終
結
ま
で
の
一
切
の
請
求
権
を
打
切
る
べ
き
こ
と
と
す
る
」。
終
戦
後
の
引
揚
に
至
る
ま

で
の
日
本
人
管
理
費
用
、
輸
送
等
の
経
費
に
つ
い
て
も
請
求
権
を
残
さ
な
い
。

（
（
）
在
外
政
府
機
関
、
在
外
会
社
が
日
本
国
内
に
有
す
る
財
産
は
賠
償
に
含
ま
れ
な
い
。

（
（1
）
現
実
問
題
と
し
て
日
本
の
経
済
力
は
没
収
さ
れ
た
在
外
財
産
の
国
内
補
償
を
行
う
余
力
が
な
い
。
対
イ
タ
リ
ア
講
和
条
約
は
イ
タ

リ
ア
政
府
に
補
償
義
務
を
与
え
て
い
る
が
、
日
本
に
つ
い
て
は
「
日
本
政
府
の
裁
量
の
余
地
あ
る
含
を
有
す
る
形
式
」
を
要
請
す
べ
き

で
あ
る
。
た
だ
、
個
人
財
産
に
対
し
て
は
あ
る
程
度
の
救
済
手
段
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

（
（（
）
正
式
に
接
収
さ
れ
た
日
本
財
産
に
は
確
認
書
を
交
付
す
る
こ
と
、
特
に
日
本
人
引
揚
後
の
遺
留
財
産
に
つ
い
て
は
権
利
関
係
が
湮

滅
し
な
い
よ
う
管
理
す
る
こ
と
を
連
合
国
に
要
望
す
る
。

　
総
じ
て
言
え
ば
、
日
本
政
府
は
在
外
財
産
の
「
平
和
的
」
性
質
を
根
拠
に
、
特
に
私
有
財
産
の
対
象
除
外
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
た
だ
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し
、
除
外
さ
れ
る
在
外
財
産
が
多
く
な
っ
た
結
果
、
没
収
総
額
が
低
く
な
り
す
ぎ
て
は
困
る
（
他
手
段
で
の
賠
償
を
求
め
ら
れ
る
た
め
）。

そ
の
た
め
、
企
業
財
産
は
数
字
で
表
れ
る
部
分
以
外
も
含
め
総
合
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、「
正
確
有
利
」
な
諸
通
貨
の
換
算
率
算
出
の

た
め
、
資
料
は
日
本
側
で
準
備
し
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
重
要
な
の
は
、
在
外
財
産
に
よ
る
賠
償

を
も
っ
て
あ
ら
ゆ
る
請
求
権
を
打
切
る
と
い
う
方
針
で
あ
る
。

た
だ
し
、
日
本
政
府
は
こ
う
し
た
要
望
が
連
合
国
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
し
て
い
な
い
。
実
際
は
在
外
財
産
の
ほ
と
ん
ど
が
没
収
さ

れ
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
見
通
し
つ
つ
、
そ
れ
で
も
準
備
で
き
る
こ
と
は
準
備
し
、
主
張
す
べ
き
は
主
張
し
、
充
分
事
態
を
明
確
化
し
、

「
合
理
的
解
決
」
を
目
指
す
こ
と
を
方
針
と
し
）
（（
（

た
。
そ
の
準
備
、
主
張
、
事
態
の
明
確
化
の
機
会
と
な
っ
た
の
が
、
在
外
財
産
調
査
会
に
よ

る
数
字
の
算
出
で
あ
り
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
、
大
蔵
省
、
外
務
省
、
日
本
銀
行
の
合
同
委
員
会
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
示
に
よ
り
行
わ
れ

た
在
外
財
産
の
調
査
に
つ
い
て
、
在
外
財
産
等
報
告
書
の
収
集
事
業
、
在
外
財
産
調
査
会
の
活
動
、
日
本
と
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
合
同
委
員
会
の
議
論

を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。

（
（
）　「
解
説
」
外
務
省
特
別
資
料
課
編
『
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書
集
』
第
五
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
五
〇
。

（
（
）　
た
だ
し
、
後
述
す
る
大
蔵
省
の
在
外
財
産
調
査
で
は
負
債
の
報
告
も
指
示
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　
前
掲
、
原
、
一
五
一
〜
一
五
七
頁
。

（
（
）　
同
前
、
一
六
〇
〜
一
七
一
頁
。

（
（
）　
三
和
良
一
「
対
日
占
領
政
策
の
推
移
」
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
―
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
―
』
第
二
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一

八
頁
。

（
（
）　
Ｃ
Ａ
Ｃ
二
二
二
最
終
案
。
前
掲
、
原
、
一
七
一
〜
一
七
七
頁
。

（
（
）　
同
前
、
一
七
八
〜
一
七
九
頁
。
第
二
に
在
外
財
産
（
政
府
、
財
閥
企
業
、
半
官
的
企
業
）
の
没
収
、
第
三
に
日
本
陸
海
軍
施
設
所
蔵
民
需
品
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の
被
害
国
へ
の
引
渡
し
、
第
四
に
医
薬
品
、
繊
維
品
、
靴
、
セ
メ
ン
ト
等
の
生
産
物
賠
償
（
短
期
）。

（
（
）　
同
前
、
一
七
七
〜
一
七
八
頁
。

（
（
）　「
対
日
経
済
政
策
案
」、
同
前
、
一
七
九
頁
。

（
（1
）　
同
前
、
一
八
二
頁
。

（
（（
）　
同
前
、
一
九
九
頁
。

（
（（
）　
外
務
省
特
別
資
料
部
編
『
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書
集
』
第
一
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
九
、
一
〇
五
〜
一
〇
八
頁
。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
九
月
三
〇
日
「『
降
伏
後
に
於
け
る
米
国
初
期
の
対
日
方
針
』
説
明
」、
前
掲
『
占
領
下
の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
一

巻
』R

ef.B
（（1（1（（（（11

。

（
（（
）　
同
前
。

（
（（
）　「
本
年
十
二
月
初
旬
迄
に
実
施
す
べ
き
重
要
施
策
及
調
査
事
項
（
昭
和
二
〇
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
）」、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
資
料
・
金

融
緊
急
措
置
：
終
戦
直
後
に
お
け
る
「
経
済
危
機
緊
急
対
策
」』
霞
出
版
社
、
一
九
八
七
、
一
五
六
頁
。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
一
月
一
日
「
日
本
占
領
及
び
管
理
の
た
め
の
連
合
国
最
高
司
令
官
に
対
す
る
降
伏
後
に
お
け
る
初
期
の
基
本
的
指
令
」
前
掲
、

外
務
省
特
別
資
料
部
編
、
第
一
巻
、
一
五
〇
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
二
〇
九
頁
。

（
（（
）　Foreign�R

elations�of�the�U
nited�States�

（FR
U

S
）,�（（（（,�vol.�V

I,�pp.�（（（-（（（.

（
（（
）　Ibid.

（
（1
）　
前
掲
、
太
田
、
三
九
頁
。FR

U
S,�（（（（,�V

ol.�V
I,�pp.�（1（1-（1（（.

（
（（
）　Ibid.,�pp.�（11（-1（.

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
二
一
三
〜
二
一
四
頁
。

（
（（
）　Pauley,�M

axw
ell,�Johnson,�Sutter,�D

ay,�M
cG

urk,�R
ose.

（
（（
）　
外
務
省
編
『
初
期
対
日
占
領
政
策
（
上
）
―
朝
海
浩
一
郎
報
告
書
―
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
、
六
八
頁
。



280

（
（（
）　「
収
復
区
敵
偽
産
業
処
理
弁
法
」、
前
掲
、
柴
田
、
五
〇
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
高
石
、
一
八
一
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
北
岡
、
四
一
一
頁
、
前
掲
、
波
多
野
、
一
二
頁
。
北
岡
、
波
多
野
は
ポ
ー
レ
ー
の
満
州
視
察
＝
日
本
資
産
の
調
査
を
そ
の
具
体
例
と

し
て
い
る
が
、
視
察
は
ソ
連
軍
に
よ
る
満
洲
地
域
で
の
設
備
撤
去
の
実
態
調
査
を
内
容
と
し
て
お
り
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
へ
の
報
告
は
ソ
連
軍
が

設
備
を
撤
去
し
た
地
域
へ
の
日
本
か
ら
の
施
設
移
転
の
必
要
性
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
、
原
、
二
四
八
〜
二
五
〇
頁
）。

（
（（
）　
朝
海
は
の
ち
に
「
日
本
よ
り
の
設
備
搬
出
に
最
も
興
味
を
有
し
て
居
る
の
は
中
国
、
比
律
賓
で
あ
り
ま
し
て
、
米
国
は
興
味
を
有
し
て
居
ら

ぬ
こ
と
を
賠
償
委
員
会
〔
引
用
者
注
―
ポ
ー
レ
ー
使
節
団
を
指
す
〕
の
責
任
者
が
明
言
し
て
居
り
、
米
国
の
関
心
を
有
す
る
は
日
本
の
在
外
財

産
に
あ
り
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
一
九
四
六
年
二
月
一
八
日
の
講
演
原
稿
で
述
べ
て
い
る
が
（
前
掲
、
外
務
省
編
、
一
二
五
頁
）、

こ
れ
は
在
外
財
産
没
収
に
よ
る
直
接
的
な
収
得
物
を
念
頭
に
置
い
た
話
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
四
三
二
〜
四
三
三
頁
。

（
（1
）　
細
谷
千
博
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
へ
の
道
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
、
五
頁
。

（
（（
）　
チ
ェ
シ
ル
ダ
イ
ン
報
告
（「
対
日
軍
政
及
民
政
活
動
上
の
政
策
次
項
に
関
す
る
報
告
」、
一
九
四
七
年
二
月
一
七
日
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
宛
提
出
）、

前
掲
、
原
、
三
六
一
〜
三
六
五
頁
。

（
（（
）　
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
に
対
す
る
司
令
部
コ
メ
ン
ト
（
一
九
四
七
年
五
月
八
日
）、
ロ
イ
ヤ
ル
陸
軍
長
官
発
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
宛
電
信
（
一
九
四

七
年
六
月
二
〇
日
）、
同
前
、
四
〇
九
〜
四
一
〇
、
四
一
五
〜
四
一
六
頁
。

（
（（
）　
一
九
四
七
年
四
月
二
六
日
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
、
同
前
、
四
〇
八
頁
。
な
お
、
中
間
賠
償
緩
和
を
提
案
し
た
ス
ト
ラ
イ
ク
調
査
団
も
在
外
財

産
の
数
字
を
気
に
し
て
い
た
と
い
う
。M

eeting�on�（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath,�O
verseas�A

ssets�Investigation�C
ouncil,�

V
erbatim

�R
eports�N

o.�I,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�Property�C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（（,�folder�（（

（
国
立
国
会

図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
、C

PC
1（（（（

）。

（
（（
）　FR

U
S,�（（（（,�vol.�V

I,�p.�（（1.�

ド
レ
イ
パ
ー
も
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
報
告
書
に
基
づ
き
賠
償
の
大
幅
緩
和
を
求
め
る
立
場
で
あ
っ
た
し
（
五

十
嵐
武
士
『
戦
後
日
米
関
係
の
形
成
：
講
和
・
安
保
と
冷
戦
後
の
視
点
に
立
っ
て
』
講
談
社
、
一
九
九
五
、
八
一
頁
）、
周
知
の
通
り
、
ケ
ナ
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ン
は
冷
戦
政
策
と
し
て
対
日
政
策
に
介
入
し
経
済
復
興
を
そ
の
軸
に
位
置
づ
け
て
い
た
。
五
百
旗
頭
真
『
日
米
戦
争
と
戦
後
日
本
』
講
談
社
、

二
〇
〇
五
（
原
著
は
一
九
八
九
）、
一
九
四
、
二
四
二
〜
二
四
四
頁
、
前
掲
、
細
谷
、
四
二
頁
。

（
（（
）　
経
済
復
興
を
重
視
す
る
陸
軍
省
に
対
し
、
国
務
省
極
東
局
は
日
本
の
経
済
復
興
の
た
め
に
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
の
視
点

か
ら
極
東
委
員
会
の
決
定
を
無
視
で
き
な
い
と
の
立
場
に
立
っ
た
。
前
掲
、
五
十
嵐
、
八
三
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
原
、
四
一
九
〜
四
二
二
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
五
十
嵐
、
八
四
頁
。

（
（（
）　「
中
間
賠
償
撤
去
中
止
に
関
す
る
極
東
委
員
会
米
国
代
表
マ
ッ
コ
イ
少
将
声
明
」
外
務
省
特
別
資
料
課
編
『
日
本
占
領
及
び
管
理
重
要
文
書

集
』
第
三
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
四
九
、
二
九
八
頁
。

（
（（
）　
一
九
四
七
年
七
月
五
日
「
在
外
資
産
の
賠
償
処
理
に
関
す
る
件
」（
外
務
省
調
査
課
）、
前
掲
『
占
領
下
の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
一

巻
』R

ef.B
（（1（1（（（（11

。
な
お
こ
の
資
料
が
作
成
さ
れ
た
一
九
四
七
年
七
月
の
時
点
で
、
日
本
外
務
省
は
在
外
財
産
処
理
の
目
的
は

（
一
）
戦
争
に
よ
る
連
合
国
側
の
損
失
、
災
害
の
補
償
、（
二
）
日
本
の
侵
略
政
策
の
在
外
拠
点
と
し
て
の
経
済
勢
力
、
資
産
の
一
掃
、
財
閥
勢

力
へ
の
打
撃
、（
三
）
日
本
の
戦
力
の
永
久
的
除
去
、（
四
）
軍
国
主
義
的
侵
略
に
よ
る
物
質
的
精
神
的
膺
懲
、
に
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
（1
）　
前
掲
、
太
田
、
六
六
〜
六
七
頁
。

（
（（
）　「
賠
償
と
日
本
経
済
に
つ
い
て
」（
賠
償
庁
罫
紙
）、
前
掲
『
占
領
下
の
対
日
賠
償
関
係
　
調
書
集
　
第
一
巻
』R

ef.B
（（1（1（（（（11

。

（
（（
）　
前
掲
、
細
谷
、
一
一
三
〜
一
一
四
頁
。

（
（（
）　
特
に
強
く
抵
抗
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
国
内
政
治
も
踏
ま
え
た
論
考
と
し
て
ロ
ジ
ャ
ー
・
デ
ィ
ン
グ
マ
ン
「
対
日
講
和
と
小
国
の
立
場

―
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
」
前
掲
、
渡
辺
・
宮
里
編
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
賠
償
条
項
で
の
譲
歩
の
代
償
と
し
て
米
比
相
互
防

衛
条
約
を
結
ん
だ
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
賠
償
交
渉
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
吉
川
洋
子
『
日
比
賠
償
外
交
交
渉
の
研
究
：
一
九
四
九
―
一
九
五

六
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
一
。

（
（（
）　
前
掲
、
デ
ィ
ン
グ
マ
ン
、
二
六
三
頁
。
イ
ギ
リ
ス
の
賠
償
・
請
求
権
へ
の
態
度
に
つ
い
て
は
前
掲
、
細
谷
お
よ
び
木
畑
洋
一
「
対
日
講
和
と

イ
ギ
リ
ス
の
ア
ジ
ア
政
策
」
前
掲
、
渡
辺
・
宮
里
編
。
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
菊
地
努
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
対
日
講
和
外
交
」
同
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前
。

（
（（
）　
前
掲
、
浅
野
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
』、
六
〇
七
〜
六
一
一
頁
。

（
（（
）　
以
下
、
前
掲
、「
在
外
資
産
の
賠
償
処
理
に
関
す
る
件
」。

（
（（
）　
ポ
ー
レ
ー
の
調
査
で
は
、
在
朝
鮮
日
本
人
財
産
は
ソ
連
軍
に
よ
っ
て
撤
去
は
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
、
原
、
二
四
八
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
資
産
の
賠
償
処
理
に
関
す
る
件
」。

二
　
在
外
財
産
調
査
と
そ
の
困
難

1　

在
外
財
産
等
報
告
書
の
収
集

前
述
の
通
り
戦
時
中
か
ら
在
外
財
産
の
没
収
は
対
日
賠
償
の
核
で
あ
っ
た
た
め
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
終
戦
後
す
ぐ
に
そ
の
調
査
を
開
始
す
る
。
一

九
四
五
年
九
月
二
二
日
、
連
合
軍
最
高
司
令
官
は
日
本
政
府
に
対
し
、
金
、
銀
、
有
価
証
券
お
よ
び
金
融
証
書
の
輸
出
入
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る

金
融
取
引
を
阻
止
ま
た
は
禁
止
す
る
た
め
の
措
置
を
採
る
よ
う
指
令
し
た
（SC

A
PIN

-（（,�（

）
（
（（

）。
こ
れ
に
よ
り
日
本
政
府
、
法
人
、
個
人

の
資
産
は
固
定
さ
れ
、
一
〇
月
六
日
に
は
外
国
為
替
資
産
の
分
離
、
保
管
、
総
司
令
部
へ
の
報
告
が
指
令
さ
れ
る
（SC

A
PIN

-（

）
（
（（

）。
こ
れ

を
受
け
て
日
本
政
府
は
、
外
国
為
替
資
産
の
報
告
収
集
の
た
め
に
一
一
月
八
日
大
蔵
省
令
第
九
五
号
「
在
外
財
産
等
報
告
に
関
す
る
大
蔵
省

令
」
を
公
布
、
即
日
実
施
し
）
（
（
た
。「
外
国
為
替
資
産
」、「
在
外
財
産
」
を
定
義
す
る
基
本
史
料
の
た
め
、
全
文
を
示
し
て
お
こ
う
。

第
一
条

本
令
に
於
て
外
国
為
替
資
産
と
は
本
邦
若
は
外
国
の
金
貨
若
は
銀
貨
（
日
本
政
府
発
行
の
額
面
五
〇
銭
以
下
の
銀
貨
幣
を
除
く
）、
金
、
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銀
若
は
白
金
の
地
金
若
は
合
金
又
は
在
外
財
産
を
謂
ふ

第
二
条

本
令
に
於
て
在
外
財
産
と
は
左
に
掲
げ
る
も
の
を
謂
ふ

一
、
外
国
に
在
る
一
切
の
財
産

二
、
外
国
居
住
者
の
負
担
と
な
る
一
切
の
債
権
、
請
求
権
、
銀
行
預
金
其
の
他
の
預
金
又
は
信
用
取
引

三
、
外
国
に
在
る
事
業
、
営
業
又
は
此
等
の
も
の
に
対
す
る
出
資

四�

、
一
切
の
外
国
居
住
者
に
依
り
発
行
せ
ら
れ
又
は
其
の
者
の
債
務
と
な
る
べ
き
一
切
の
有
価
証
券
、
小
切
手
、
諸
手
形
、
受
領
証
、

保
険
証
券
其
の
他
所
有
権
又
は
債
務
を
証
す
る
証
書

五
、
一
切
の
外
国
の
著
作
権
、
特
許
権
、
商
標
権
及
此
等
の
も
の
に
関
す
る
一
切
の
契
約
書
又
は
許
可
書

六�

、
日
本
銀
行
券
、
貨
幣
（
金
貨
を
除
く
）、
政
府
の
発
行
す
る
小
額
紙
幣
、
臨
時
補
助
通
貨
及
Ｂ
号
円
表
示
補
助
通
貨
以
外
の
一
切
の

通
貨

七
、
其
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
も
の

第
三
条

本
令
に
於
て
所
有
権
証
書
と
は
証
券
、
土
地
権
利
証
、
抵
当
証
券
、
銀
行
預
金
通
帳
若
は
証
書
、
受
領
証
、
小
切
手
、
送
金
手
形
、
約

束
手
形
、
為
替
手
形
、
債
務
証
書
、
著
作
権
、
商
標
権
、
特
許
権
又
は
此
等
に
準
ず
る
も
の
を
謂
ふ

第
四
条

外
国
為
替
資
産
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
を
所
有
し
、
支
配
し
又
は
保
管
す
る
者
は
本
令
附
属
報
告
書
式
に
拠
り
報
告
書
を
作
成
し

左
の
各
号
期
日
迄
に
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
べ
し
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一�

、
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
の
全
部
又
は
一
部
を
直
接
又
は
間
接
に
所
有
し
又
は
支
配
す
る
銀
行
、
信
託
会
社
、

保
険
会
社
、
有
価
証
券
業
者
又
は
其
の
他
の
金
融
機
関
に
在
り
て
は
本
令
施
行
の
日
よ
り
三
十
日
以
内

二�
、
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
の
全
部
又
は
一
部
を
直
接
又
は
間
接
に
所
有
し
又
は
支
配
す
る
組
合
、
法
人
、
協

会
又
は
事
業
団
体
に
在
り
て
は
本
令
施
行
の
日
よ
り
四
十
日
以
内

三�

、
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
の
全
部
又
は
一
部
を
直
接
又
は
間
接
に
所
有
し
又
は
支
配
す
る
者
に
し
て
前
二
号

に
該
当
せ
ざ
る
も
の
に
在
り
て
は
本
令
施
行
の
日
よ
り
五
十
日
以
内

四�

、
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
を
占
有
し
又
は
保
管
す
る
者
に
在
り
て
は
前
各
号
に
依
り
報
告
せ
ら
れ
ざ
る
外
国

為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
に
付
本
令
施
行
の
日
よ
り
六
〇
日
以
内

第
五
条

本
令
施
行
後
本
邦
に
居
住
す
る
に
至
り
た
る
者
に
し
て
外
国
為
替
資
産
又
は
之
に
関
す
る
所
有
権
証
書
の
全
部
又
は
一
部
を
直
接
又
は

間
接
に
所
有
し
、
支
配
し
又
は
保
管
す
る
も
の
は
居
住
の
日
よ
り
起
算
し
三
〇
日
以
内
に
本
令
附
属
報
告
書
式
に
拠
り
報
告
書
を
作
成

し
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
べ
し
　
但
し
前
条
各
号
に
依
り
報
告
し
た
る
も
の
に
付
て
は
此
の
限
に
在
ら
ず

第
六
条

大
蔵
大
臣
は
必
要
あ
り
と
認
む
る
と
き
は
本
令
に
定
む
る
報
告
を
免
除
し
又
は
記
載
方
の
一
部
を
省
略
せ
し
む
る
こ
と
を
得

附
則本

令
は
公
布
の
日
よ
り
之
を
施
行
す

第
一
条
で
は
、
第
四
条
以
下
で
報
告
す
べ
き
と
規
定
す
る
「
外
国
為
替
資
産
」
の
内
容
と
し
て
、
金
貨
、
銀
貨
、
地
金
、
合
金
、「
在
外
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財
産
」
を
挙
げ
る
。「
在
外
財
産
」
に
は
、
第
二
条
、
第
三
条
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
通
り
有
体
財
産
（
動
産
、
不
動
産
）
も
無
体
財
産
（
債

権
、
著
作
権
等
）
も
含
ま
れ
、
か
な
り
広
範
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
在
外
財
産
の
所
有
状
況
に
つ
い
て
、
銀
行
な
ど
金
融
機
関

は
三
十
日
以
内
、
法
人
は
四
十
日
以
内
、
そ
れ
以
外
（
個
人
含
む
）
は
五
十
日
以
内
に
報
告
書
を
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
（
第
四
条
）、

施
行
日
の
一
一
月
八
日
以
後
に
日
本
国
内
に
居
を
移
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
居
住
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
報
告
書
を
大
蔵
大
臣
に
提
出
す
る

こ
と
（
第
五
条
）
が
定
め
ら
れ
た
。
政
府
に
株
主
名
簿
を
提
出
し
た
一
部
企
業
の
株
主
に
つ
い
て
は
報
告
が
免
除
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
第
六

条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

「
在
外
財
産
等
報
告
書
作
成
要
領
」
で
は
、
報
告
書
は
一
一
月
八
日
を
現
在
日
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
、
難
し
い
場
合
は
「
判
明
す
る
最

近
の
日
」
に
依
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
が
、
ど
の
時
点
で
の
財
産
評
価
を
採
用
す
る
か
は
、
収
集
の
際
も
、
集
計
の
際
も
問
題

と
な
っ
た
。
ま
た
同
要
領
は
、「
外
国
」
と
は
「
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
其
の
附
属
島
嶼
以
外
の
地
域
」
を
意
味
す
る
こ
と
、
報

告
書
は
英
文
七
通
、
和
文
三
通
を
作
成
す
る
こ
と
、
用
紙
は
縦
三
六
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
五
七
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
等
が
指
示
さ
れ

た
。
報
告
書
の
具
体
的
な
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
第
1
表
に
示
し
た
。

こ
う
し
て
各
法
人
、
個
人
か
ら
報
告
書
を
収
集
す
る
こ
と
で
在
外
財
産
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
大
蔵
省
で
あ
っ
た
が
、
終
戦
直
後
に
始
ま

っ
た
こ
の
事
業
は
様
々
な
困
難
を
抱
え
た
。
以
下
、
日
本
銀
行
に
残
さ
れ
た
諸
史
料
か
ら
実
態
の
一
端
を
示
し
て
み
た
）
（
（

い
。

報
告
書
を
収
集
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
報
告
書
の
作
成
と
提
出
の
必
要
に
つ
い
て
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
蔵
省
令
第
九
五
号
公

布
の
直
後
か
ら
、
大
蔵
省
と
日
本
銀
行
は
全
国
各
地
で
日
本
銀
行
支
店
事
務
担
当
者
お
よ
び
一
般
市
民
に
向
け
た
説
明
会
を
開
催
し
）
（
（
た
。
日

本
銀
行
の
支
店
員
へ
の
説
明
会
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
日
本
銀
行
本
支
店
が
報
告
書
の
提
出
先
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ま
た
報
告

書
に
関
す
る
不
明
点
に
つ
い
て
は
大
蔵
省
外
資
局
管
理
課
ま
た
は
最
寄
り
の
日
本
銀
行
本
支
店
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め

で
あ
）
（
（

る
。
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省
令
公
布
直
後
、
一
一
月
一
五
日
に
は
仙
台
（
参
加
支
店
：

福
島
、
前
橋
、
新
潟
、
秋
田
）、
大
阪
（
参
加
支
店
：
金
沢
、

京
都
、
神
戸
、
岡
山
、
松
江
）、
広
島
（
参
加
支
店
：
不
明
）

で
、
同
一
六
日
に
も
大
阪
（
参
加
支
店
：
高
松
、
高
知
、
松

山
）、
同
一
七
日
に
は
名
古
屋
（
参
加
支
店
：
静
岡
、
甲
府
、

松
本
）
お
よ
び
福
岡
（
参
加
支
店
：
門
司
、
熊
本
、
鹿
児
島
）、

一
九
日
に
は
札
幌
（
参
加
支
店
：
函
館
、
小
樽
）
で
説
明
会
が

開
か
れ
た
。
い
ず
れ
も
大
蔵
本
省
と
日
本
銀
行
本
店
か
ら
の
出

張
者
が
解
説
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
阪
・
名
古
屋
出
張
の

例
を
見
る
と
、
大
蔵
省
外
資
局
か
ら
「
渡
辺
管
理
課
長
」、
日

本
銀
行
本
店
か
ら
「
織
田
総
務
課
長
」
と
「
大
江
書
記
」
が
出

張
し
、
一
一
月
一
五
日
の
午
前
中
に
は
、
日
本
銀
行
大
阪
支
店

で
各
支
店
事
務
担
当
者
へ
二
時
間
に
わ
た
っ
て
在
外
財
産
等
報

告
書
に
関
す
る
解
説
を
行
い
、
午
後
に
は
大
阪
商
工
会
議
所
で

一
般
市
民
に
対
す
る
説
明
会
を
行
っ
て
い
る
。
翌
一
六
日
に
は

在
華
日
本
紡
績
連
合
会
に
行
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
在
外
財
産
に
つ
い
て
何
か
し
ら
の
説
明
を
行
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
一
行
は
一
七

日
午
前
に
は
日
本
銀
行
名
古
屋
支
店
で
大
阪
同
様
、
各
支
店
事
務
担
当
者
へ
の
解
説
会
を
開
き
、
午
後
に
は
名
古
屋
商
工
会
議
所
に
お
い
て

一
般
市
民
へ
の
説
明
会
を
開
い
た
。
市
民
へ
の
説
明
会
は
大
阪
、
名
古
屋
と
も
に
「
極
め
て
盛
会
」
で
あ
り
、
名
古
屋
に
は
「
遠
く
岐
阜
県

第 1表　在外財産等報告書様式

第⼀号表 報告者氏名・商号等
第⼆号表 在外財産等報告総括表
第三号表 外国為替資産細目報告表

第⼀ ⾦銀貨幣
第⼆ ⾦，銀，⽩⾦の地⾦・合⾦
第三 不動産（⼟地，建物，⼯場等）
第四 動産（原料品，半製品，製品等）
第五 銀⾏預⾦，その他の預け⾦
第六 外国居住者の負担となる勘定，受取⼿形，その他の貸⾦
第七 在外事業の株式，組合出資，その他の出資
第八 各表に記載せざる債券，抵当証券，社債，その他の投資証書
第九 各表に記載せざる⽀払証書（⼩切⼿等）
第十 無体財産権（著作権等）
第十⼀ 外国通貨（銀⾏券，政府紙幣）
第十⼆ 外国政府または地方公共団体の発⾏する債券，その他の債務証書
第十三 外国居住者の負担となるべき保険証券，年⾦
第十四 ⽀店，子会社（本邦所在企業の出資に係る外国所在⽀店等）
第十五 借地権または財産の使用もしくは占有に関する類似の権利
第十六 本邦外に所在しまたは本邦外に於て効⼒ある財産にして本邦内に居

住する者が全部または⼀部を直接または間接に所有しまたは⽀配す
る，各表に記載せざるもの

第四号表 負債（本邦内居住者が外国居住者に対し負担すべき⼀切の負債）

出典）　『在外財産調査会関係資料目録』平 （（ ⼤蔵 1（（（（（11（国立公⽂書館所蔵）
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の
郡
部
」
か
ら
来
訪
し
た
者
も
い
た
と
い
う
。
日
本
銀
行
担
当
者
も
「
本
説
明
会
は
本
法
令
の
趣
旨
を
周
知
せ
し
む
る
に
大
い
に
効
果
が
あ

っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
必
ず
し
も
功
を
奏
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
一
月
中
に
大
蔵
省
は
「
之
〔
大
蔵
省
令
第
九
五
号
〕
が
周

知
徹
底
に
関
し
て
は
未
だ
至
ら
ざ
る
憾
あ
る
」
と
し
て
各
金
融
機
関
の
窓
口
に
省
令
を
掲
示
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
周
知
徹
底
を
図
る
よ
う

日
本
銀
行
に
要
請
し
て
い
）
（
（
る
。
ま
た
、
戦
前
大
陸
へ
の
移
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
福
岡
や
熊
本
で
は
、
金
融
機
関
店
頭
で
の
掲
示
の
ほ
か
、
新

聞
、
ラ
ジ
オ
に
よ
る
告
知
、
地
方
事
務
所
や
農
業
会
、
隣
組
と
い
っ
た
戦
時
統
制
を
支
え
た
組
織
を
利
用
し
な
が
ら
の
情
報
共
有
、
引
揚
港

で
の
周
知
、
引
揚
者
関
係
機
関
と
の
協
力
な
ど
に
よ
っ
て
周
知
徹
底
が
図
ら
れ
）
（
（

た
。
一
二
月
二
〇
日
の
時
点
で
日
本
銀
行
福
岡
支
店
に
は
二

六
四
五
件
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
）
（
（
る
が
、
一
九
六
四
年
に
引
揚
者
団
体
全
国
連
合
会
が
調
査
し
た
際
の
福
岡
県
で
の
調
査
票
提
出
数
の

十
分
の
）
（1
（

一
で
あ
る
。
こ
れ
は
引
揚
者
の
う
ち
提
出
す
る
者
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
一
九
四
五
年
中
は
船
舶
数
や
ソ
連
軍
の
満
州
駐

留
な
ど
の
た
め
に
引
揚
が
本
格
化
し
て
い
な
か
っ
）
（（
（

た
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
報
告
書
の
受
付
期
限
は
当
初
よ
り
十

日
か
ら
二
十
日
程
度
延
期
さ
）
（（
（
れ
、
更
に
そ
の
延
期
さ
れ
た
受
付
期
限
後
も
報
告
書
提
出
を
促
す
た
め
の
方
策
が
と
ら
）
（（
（
れ
、
引
揚
が
一
定
程
度

続
く
間
は
受
付
を
継
続
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
提
出
数
が
少
な
か
っ
た
一
九
四
五
年
一
二
月
段
階
の
日
本
銀
行
熊
本
支
店
で
も
、「
提

出
期
限
の
切
迫
と
共
に
当
店
内
は
殆
と
身
動
き
な
ら
ぬ
迄
に
混
雑
し
、
受
付
竝
に
整
理
係
員
を
増
員
、
之
に
対
処
し
居
れ
る
か
時
間
中
は
係

員
も
殆
と
窓
口
の
応
接
の
み
に
て
忙
殺
さ
れ
終
業
后
漸
く
整
理
に
当
り
居
る
実
情
」
に
あ
り
、
在
外
財
産
等
報
告
書
の
提
出
は
戦
後
混
乱
期

の
た
し
か
な
シ
ー
ン
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
）
（（
（
う
。

報
告
書
の
収
集
に
は
周
知
徹
底
以
外
に
も
い
く
つ
か
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
英
文
版
の
作
成
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
報
告
書
は
英
文

七
通
、
和
文
三
通
の
作
成
が
求
め
ら
れ
た
が
、
当
初
か
ら
作
成
者
の
英
語
能
力
に
は
不
安
が
示
さ
れ
て
い
た
。
大
蔵
省
は
「
可
成
中
等
学
校

教
師
生
徒
其
の
他
の
助
力
を
受
け
英
文
を
記
載
す
べ
し
」
と
市
民
の
共
助
に
期
待
し
て
い
た
が
、「
絶
対
不
可
能
な
る
場
合
は
始
末
書
を
提
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出
さ
れ
度
」
と
、
提
出
で
き
な
い
場
合
も
受
け
付
け
る
想
定
で
い
）
（（
（

た
。「〔
窓
口
で
〕
英
文
に
よ
る
記
載
の
困
難
を
訴
ふ
る
者
最
も
多
き
事
」

と
報
告
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
通
り
、
始
末
書
提
出
を
も
っ
て
英
文
版
作
成
を
省
略
し
た
例
も
多
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

は
英
文
版
が
な
い
報
告
書
に
つ
い
て
日
本
銀
行
に
英
訳
を
求
め
、
日
本
銀
行
と
し
て
は
そ
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
報
告
書
提

出
者
は
必
ず
英
文
版
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
）
（（
（

た
。
そ
れ
以
前
か
ら
市
中
に
は
英
文
版
作
成
の
た
め
の
「
代
書
人
」
が
登
場
し
て

い
た
も
の
の
、「
手
数
料
相
当
高
価
に
て
（
中
に
は
三
百
円
位
請
求
の
も
の
も
あ
る
由
）」
利
用
者
は
多
く
な
く
、
熊
本
で
は
「
引
揚
者
互
助

会
」
が
代
書
事
務
を
行
っ
て
い
）
（（
（

る
。
ま
た
、
主
要
都
市
で
は
信
託
会
社
が
代
行
業
務
を
開
始
し
、
和
文
報
告
書
、
英
文
報
告
書
の
作
成
と
提

出
を
請
け
負
っ
）
（（
（

た
。
住
友
信
託
は
代
行
業
務
に
つ
い
て
「
非
常
な
好
評
を
博
し
、
担
当
係
（
主
と
し
て
証
券
係
）
の
み
で
は
処
理
し
切
れ
ず
、

最
盛
期
に
は
店
内
総
動
員
で
処
理
す
る
と
言
っ
た
活
況
で
あ
っ
た
」
と
当
時
を
振
り
返
り
、「
信
託
会
社
の
財
務
機
能
を
広
く
一
般
大
衆
に

紹
介
す
る
」
機
会
に
な
っ
た
と
評
価
し
て
い
）
（1
（

る
。

な
お
、「
在
外
財
産
等
報
告
書
作
成
要
領
」
で
は
「
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
其
の
附
属
島
嶼
以
外
の
地
域
」
と
定
義
さ
れ
た

「
外
国
」
で
あ
っ
た
が
、
日
本
銀
行
、
大
蔵
省
と
し
て
は
日
本
の
旧
領
土
中
、
朝
鮮
、
台
湾
、
樺
太
、
沖
縄
、
南
洋
群
島
を
外
国
と
し
て
想

定
し
て
お
り
、
千
島
列
島
お
よ
び
小
笠
原
諸
島
は
「
外
国
と
し
て
扱
ふ
可
き
や
否
や
疑
問
が
あ
る
が
一
応
報
告
し
置
い
た
方
が
良
い
」
と
判

断
さ
れ
）
（（
（

た
。
報
告
書
に
関
す
る
質
疑
応
答
資
料
に
は
「
奄
美
大
島
は
外
国
な
り
や
」
と
の
問
い
も
あ
）
（（
（

り
、
領
域
範
囲
が
政
治
的
に
確
定
し
な

い
、
あ
る
い
は
混
乱
し
て
い
る
時
期
に
お
い
て
何
が
「
在
外
」
財
産
な
の
か
も
曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
「
外
国
」
の
う

ち
で
も
差
が
あ
り
、
簡
易
生
命
保
険
は
在
朝
鮮
局
と
契
約
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
在
外
財
産
と
し
て
報
告
す
る
が
、
台
湾
、
樺
太
、
南
洋
群

島
で
の
契
約
分
は
報
告
の
必
要
は
な
か
っ
）
（（
（
た
。
ま
た
、
日
本
に
居
住
す
る
外
国
人
も
在
外
財
産
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
が
、「
最
近
に
帰
国

す
る
朝
鮮
人
」
の
み
に
つ
い
て
は
報
告
の
必
要
は
な
い
と
さ
れ
）
（（
（
た
（
の
ち
、
一
一
月
八
日
か
ら
五
十
日
以
内
に
帰
国
し
て
い
な
い
朝
鮮
人
に

は
報
告
を
要
）
（（
（

求
）。
こ
う
し
た
判
断
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、「
在
外
」
の
基
準
は
か
な
り
の
部
分
が
曖
昧
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
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る
。そ

の
他
、
報
告
書
は
提
出
者
の
住
所
記
載
を
求
め
て
い
た
が
、
引
揚
者
に
は
す
ぐ
に
住
所
が
定
ま
ら
な
い
者
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、
住
所

確
定
後
に
提
出
す
る
か
、
仮
住
所
で
報
告
し
住
所
確
定
後
に
日
本
銀
行
へ
届
け
出
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
）
（（
（
た
。

さ
て
、
報
告
書
の
提
出
期
限
は
最
も
早
い
金
融
機
関
で
一
九
四
五
年
一
二
月
七
日
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
蔵
省
は
一
一
月
末
に

そ
の
審
査
業
務
を
日
本
銀
行
に
依
頼
し
）
（（
（
た
。
こ
れ
を
受
け
て
日
本
銀
行
は
本
店
内
に
審
査
事
務
室
を
設
け
、
大
蔵
省
か
ら
の
責
任
者
（
外
資

局
管
理
課
）
派
遣
を
要
請
し
つ
つ
、
外
事
局
管
理
課
お
よ
び
他
部
局
特
派
人
員
（
二
五
名
）
で
審
査
業
務
に
当
た
る
こ
と
を
決
め
）
（（
（

た
。
当
初

（
一
二
月
上
旬
）
日
本
銀
行
は
、
審
査
は
提
出
期
限
後
十
日
か
ら
二
十
日
（
一
二
月
下
旬
〜
一
月
下
旬
）
で
終
了
す
る
と
見
込
ん
で
い
）
（（
（

た
が
、

一
九
四
六
年
一
月
二
八
日
時
点
で
九
〇
名
を
動
員
し
な
が
ら
約
一
万
五
〇
〇
〇
件
を
審
査
し
、
未
審
査
分
約
一
〇
万
件
（
個
人
）
を
残
す
と

い
う
状
況
だ
っ
）
（1
（

た
。
こ
の
間
、
日
本
銀
行
は
大
蔵
省
か
ら
審
査
に
加
え
て
集
計
事
務
を
委
嘱
さ
れ
て
お
り
、
更
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
要
求
と
し

て
皇
室
、
政
府
、
金
融
機
関
分
に
つ
い
て
は
一
ヶ
月
以
内
に
集
計
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
二
月
に
は
審
査
、
集
計
、
進
達
の
た
め
に

一
二
五
名
を
動
員
し
て
い
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
四
月
末
ま
で
に
全
て
の
集
計
を
完
了
さ
せ
る
よ
う
希
望
し
て
お
り
、
担
当
者
か
ら
は
、
約
一
二

万
件
に
上
る
法
人
、
個
人
の
報
告
書
の
審
査
、
集
計
を
期
日
ま
で
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
更
に
一
五
〇
名
の
増
員
が
必
要
で
あ
る
と
悲
鳴
が

あ
が
っ
て
い
）
（（
（

る
。
日
本
銀
行
に
よ
る
必
死
の
集
計
は
、
後
述
す
る
Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
の
合
同
委
員
会
で
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。

結
局
、
こ
の
事
業
で
は
一
九
四
五
年
一
一
月
八
日
か
ら
一
九
四
八
年
九
月
三
〇
）
（（
（
日
ま
で
に
四
七
万
五
〇
〇
〇
通
の
報
告
書
が
収
集
さ
れ
た
。

そ
の
な
か
に
は
政
府
報
告
書
が
一
三
一
通
、
企
業
報
告
書
が
一
万
二
三
六
六
）
（（
（
通
、
私
的
所
有
権
（
個
人
）
報
告
書
が
四
五
万
八
四
一
七
通
含

ま
れ
て
い
た
と
い
）
（（
（
う
。
個
人
報
告
書
の
数
は
、
後
年
（
一
九
六
四
年
）
実
施
さ
れ
た
在
外
私
有
財
産
実
態
調
査
の
集
計
数
約
四
六
万
件
と
ほ

ぼ
一
致
す
る
が
、
一
九
五
六
年
の
厚
労
省
調
査
に
よ
る
と
、
引
揚
者
（
民
間
人
）
は
約
八
五
万
世
帯
、
二
四
六
万
人
で
あ
）
（（
（
る
の
で
、
報
告
書

が
世
帯
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
と
し
て
も
全
て
の
民
間
人
が
在
外
財
産
を
報
告
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
在
外
財
産
等
報
告
書
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の
提
出
を
求
め
た
一
九
四
五
年
大
蔵
省
令
第
九
五
号
は
一
九
五
〇
年
六
月
三
十
日
に
廃
止
さ
れ
）
（（
（

た
。

2　

在
外
財
産
調
査
会
の
活
動

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
蔵
省
は
一
九
四
五
年
九
月
に
は
在
外
財
産
の
実
態
調
査
を
課
題
に
挙
げ
て
い
た
。
日
本
政
府
内
で
そ
れ
を

担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
在
外
財
産
調
査
会
で
あ
る
。
同
会
の
設
置
は
、
遅
く
と
も
一
九
四
六
年
八
月
に
は
政
府
内
部
で
決
定
し
て
い
た

よ
う
で
あ
）
（（
（

る
。
八
月
末
に
は
外
務
次
官
か
ら
大
蔵
次
官
に
宛
て
て
在
外
財
産
調
査
会
設
置
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
「
両
省
申
合
」
が
送
ら
れ
、

調
査
会
は
官
制
に
よ
ら
ず
内
部
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
、
会
長
を
外
務
大
臣
、
副
会
長
を
大
蔵
次
官
と
す
る
こ
と
、
委
員
は
関
係
官
庁

官
吏
、
民
間
学
識
経
験
者
か
ら
選
任
す
る
こ
と
、
委
員
、
幹
事
は
外
務
省
と
大
蔵
省
で
同
数
と
す
る
こ
と
、
総
務
部
会
、
地
域
部
会
を
置
く

こ
と
、
人
事
等
は
両
省
協
議
の
上
決
定
す
る
こ
と
等
が
確
認
さ
れ
）
（（
（

た
。
九
月
二
八
日
付
の
「
在
外
財
産
調
査
会
規
程
」
は
こ
の
申
合
せ
事
項

を
確
定
す
る
内
容
で
あ
）
（（
（

る
。
こ
う
し
て
在
外
財
産
調
査
会
は
内
幸
町
の
東
拓
ビ
ル
二
階
に
設
置
さ
れ
）
（1
（

た
が
、
そ
の
目
的
は
あ
く
ま
で
講
和
会

議
に
向
け
た
調
査
整
理
で
あ
り
、
引
揚
者
に
対
す
る
補
償
の
た
め
の
調
査
で
は
な
い
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。
な
お
同
時
期
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
も

在
外
財
産
の
調
査
を
開
始
し
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
、
大
蔵
省
、
外
務
省
、
日
本
銀
行
に
よ
る
合
同
委
員
会
が
定
期
的
に
開
か
れ
、
在
外
財
産
調
査
会
は

こ
の
合
同
委
員
会
の
「
下
請
の
様
な
恰
好
」
で
同
委
員
会
に
約
二
〇
回
、
調
査
報
告
を
持
ち
こ
ん
）
（（
（

だ
。
合
同
委
員
会
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

在
外
財
産
調
査
会
の
目
的
は
、
端
的
に
言
え
ば
賠
償
と
し
て
連
合
国
に
提
供
す
る
数
字
の
算
出
で
あ
る
。
そ
の
資
料
は
（
一
）
在
外
財
産

等
報
告
書
、（
二
）
各
地
域
の
企
業
か
ら
の
直
接
蒐
集
物
、（
三
）
外
務
省
保
有
資
料
、（
四
）
現
地
か
ら
持
ち
帰
っ
た
調
査
書
類
、（
五
）
文

献
記
録
等
、
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
調
査
対
象
は
企
業
財
産
と
国
有
財
産
で
、
個
人
財
産
と
陸
海
軍
財
産
は
除
外
さ
れ
た
。
個
人
財
産

に
つ
い
て
は
在
外
財
産
等
報
告
書
が
あ
る
が
、
そ
の
数
字
は
「
殆
ど
信
用
す
る
こ
と
が
出
来
」
ず
、
ま
た
金
額
的
に
は
企
業
財
産
に
比
し
て

「
遥
か
に
少
額
」
で
あ
る
の
で
、
賠
償
準
備
に
お
い
て
は
「
大
し
た
問
題
で
は
な
」
か
っ
）
（（
（

た
。
た
だ
し
、
陸
海
軍
財
産
は
第
一
復
員
局
、
第
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二
復
員
局
で
調
査
し
た
も
の
を
基
礎
に
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
資
料
を
提
出
し
て
い
）
（（
（

る
。
ま
た
地
域
別
に
、
朝
鮮
、
台
湾
、
満
州
、
北
支
、
中
南
支
、
樺

太
、
南
洋
群
島
、
南
方
一
（
旧
陸
軍
占
領
地
域
）、
南
方
二
（
旧
海
軍
占
領
地
域
）、
欧
米
の
十
部
会
が
編
成
さ
れ
、
部
会
長
に
は
各
地
域
を

熟
知
し
た
官
僚
が
充
て
ら
れ
た
（
第
2
表
）。

在
外
財
産
調
査
会
は
企
業
財
産
つ
い
て
も
在
外
財
産
等
報
告
書
を
利
用
せ
ず
、
次
の
よ
う
に
算
出
し
）
（（
（

た
。
ま
ず
、
各
地
域
の
重
要
企
業
の

帳
簿
価
格
を
会
社
年
鑑
等
で
調
べ
る
。
次
に
、
別
の
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
な
る
数
社
の
財
産
種
別
に
帳
簿
価
格
と
終
戦
時
の
評
価
額
の
平
均
比
率
を

割
り
出
す
。
そ
の
平
均
比
率
を
重
要
企
業
の
総
帳
簿
価
格
に
乗
じ
て
、
総
評

価
額
を
推
定
す
る
。
こ
の
作
業
を
デ
ー
タ
（
企
業
数
）
が
増
え
る
た
び
に
繰

り
返
し
、
た
と
え
ば
朝
鮮
に
つ
い
て
は
初
回
は
六
社
だ
っ
た
の
が
最
後
に
は

四
三
二
社
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
朝
鮮
と
台
湾
に
つ
い
て
の
み

で
、
帳
簿
価
格
の
資
料
が
限
ら
れ
て
い
た
満
州
に
つ
い
て
は
、
投
資
）
（（
（
額
と
帳

簿
価
格
の
双
方
が
判
明
す
る
企
業
の
例
か
ら
そ
の
比
率
を
算
出
し
、
全
企
業

の
帳
簿
価
格
を
推
定
、
そ
の
上
で
朝
鮮
、
台
湾
と
同
様
に
し
て
評
価
額
を
算

出
し
た
。
北
支
、
中
南
支
、
樺
太
等
の
他
地
域
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
調
査

が
存
在
し
な
い
場
合
は
類
似
の
算
出
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
有

財
産
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
四
年
三
月
末
の
帳
簿
価
格
表
（
大
蔵
省
国
有
財

産
部
調
査
）
が
存
在
し
た
た
め
、「
そ
の
歴
史
的
経
過
、
経
過
年
数
等
を
勘

案
し
」、
評
価
率
を
一
〇
倍
に
し
て
算
出
し
た
。

第 2表　在外財産調査会⼈事⼀覧

会⻑ 外務⼤臣（吉田茂→片山哲→芦田均→吉田茂）
副会⻑ ⼤蔵次官（山田義見→池田勇⼈→野田卯⼀）
総務部会⻑ 相馬敏夫（元⼤蔵官僚）
満洲部会⻑ 松田令輔（元満洲国官僚）
朝鮮部会⻑ 水田直昌（元朝鮮総督府官僚）
台湾部会⻑ 須田⼀⼆三（元台湾総督府官僚）
北⽀部会⻑ 梅北末初（元⼤蔵官僚）
中南⽀部会⻑ 岡崎嘉平太（元在中華⺠国⼤使館（上海）参事官）
樺太部会⻑ 江口親憲（元樺太庁官僚）
欧⽶部会⻑ 加瀬俊⼀＊（外務官僚）
南方第⼀部会⻑ 豊田薫（元外務官僚，シンガポール総領事）
南方第⼆部会⻑ 井上庚⼆郎（元外務官僚，海軍司政⻑官）
南洋群島部会⻑ 堂本貞⼀（元南洋庁官僚）

出典�）　「在外財産調査会概要」『在外財産調査会関係資料目録』平 （（ ⼤蔵
1（（（（（11（国立公⽂書館所蔵）

＊外交官に加瀬俊⼀（しゅんいち）と俊⼀（としかず）がいるが，俊⼀（と
しかず）は （（（（ 年 （ ⽉に⼤使館参事官に任命されているため，俊⼀（しゅ
んいち）と推定される．秦郁彦『戦前期⽇本官僚制の制度・組織・⼈事』東
京⼤学出版会，（（（（，（（-（1 ⾴．
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推
計
に
推
計
を
重
ね
た
よ
う
に
思
え
る
在
外
財
産
調
査
会
の
調
査
で
あ
る
が
、
調
査
結
果
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
の
合
同
委
員
会
で
検
討
に
付
さ
れ

た
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
お
よ
び
日
本
側
は
、
何
を
道
し
る
べ
に
在
外
財
産
の
数
字
を
議
論
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

3　

Ｃ
Ｐ
Ｃ
合
同
委
員
会
と
そ
の
数
字

Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
日
本
銀
行
、
大
蔵
省
、
外
務
省
の
合
同
委
員
会
（E

valuation�C
om

m
ittee�of�the�O

verseas�A
ssets�Investigation�C

oun-

cil

、
在
外
財
産
調
査
会
評
価
委
員
会
）
は
一
九
四
六
年
一
〇
月
三
日
を
第
一
回
と
し
、
一
九
四
八
年
一
二
月
二
一
日
の
第
二
八
回
を
最
終

回
と
す
る
。
第
一
回
か
ら
第
二
五
回
（
一
九
四
七
年
一
二
月
一
八
日
）
ま
で
の
議
事
録
と
第
二
八
回
の
簡
易
レ
ポ
ー
ト
は
確
認
で
き
）
（（
（

る
も
の

の
、
一
九
四
八
年
初
旬
か
ら
同
年
一
二
月
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
二
回
分
の
議
事
録
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
一
九
四
六
年
三
月
に
は
少
人

数
で
集
ま
っ
て
い
た
）
（（
（

会
が
、
正
式
に
日
米
合
同
で
発
足
し
た
の
が
一
九
四
六
年
一
〇
月
と
思
わ
れ
る
。
毎
回
、
各
組
織
か
ら
数
人
ず
つ
が
出

席
し
、
議
長
役
は
毎
回
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
マ
ク
グ
ラ
ス
（Sterling�M

cG
rath

）
が
務
め
た
。
出
席
者
は
回
に
よ
っ
て
入
れ
替
わ
り
が
あ
る
が
、
主

な
出
席
者
（
括
弧
内
は
出
席
回
数
）
に
、
日
本
銀
行
のH

yakuri�K
anoh

（
加
納
百
里
、
外
事
局
長
）（
（（
）、E

isaku�O
hta

（
太
田
英
策
、

外
国
為
替
局
）（
（（
）、C

huhei�H
asegaw

a

（
長
谷
川
忠
平
、
外
国
為
替
局
）（
（（
）、
大
蔵
省
のK

ohki�N
aganum

a

（
長
沼
弘
毅
）（
（（
）、

T
akeo�Ito

（
（（
）、
外
務
省
のM

asakatsu�Suzuki

（
（1
）、Yuzo�Isono

（
（（
）、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
のM

cG
rath

（
（（
）、T

akeji�M
uto

（
（（
）、

T
.�H

attori

（
（（
）
ら
が
い
る
。
委
員
会
は
毎
回
の
議
論
を
も
と
に
一
九
四
七
年
三
月
末
、
六
月
末
、
九
月
末
、
一
九
四
八
年
六
月
末
に
そ

の
時
点
で
の
予
備
的
報
告
書
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
し
た
の
ち
、
一
九
四
八
年
九
月
三
〇
日
に
最
終
報
告
書
を
提
出
し
た
。

委
員
会
の
目
的
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
お
よ
び
ワ
シ
ン
ト
ン
が
正
確
か
つ
最
終
的
（accurate�and�final

）
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う

な
、
体
裁
の
整
っ
た
デ
ー
タ
（data�in�such�form

�that�is�presentable

）
の
提
）
（（
（
供
で
、
課
題
は
日
本
の
在
外
財
産
に
関
す
る
（
一
）
デ
ー

タ
収
集
、（
二
）
評
価
方
法
の
確
定
、
の
二
つ
で
あ
っ
）
（1
（

た
。
前
述
も
し
た
が
、
在
外
財
産
等
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
数
字
に
は
根
拠
が
な
く
、
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不
完
全
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
）
（（
（

る
。
毎
回
の
議
論
は
技
術
的
な
事
柄
が
多
く
、
ま
た
記
録
さ
れ
た
議
事
録
に
は
つ
な
が
ら
な
い
箇
所
も
あ
り
全

て
を
記
録
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
こ
と
、
日
本
人
同
士
に
よ
る
日
本
語
で
の
議
論
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
議
事
内
容
の
詳
細
を

正
確
に
追
う
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
や
日
本
銀
行
、
各
省
が
、
在
外
財
産
の
調
査
集
計
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
方
向
を
向

い
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。

委
員
会
は
ほ
ぼ
毎
回
、
日
本
側
が
調
査
報
告
を
行
い
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
か
ら
の
質
問
に
担
当
者
が
答
え
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
が
、
時
折
Ｃ
Ｐ

Ｃ
が
独
自
デ
ー
タ
を
提
出
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
、
議
事
録
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
各
レ
ポ
ー
ト
の
具
体
的
な
内
容
は
確
認
で
き

て
い
な
い
。
初
期
の
頃
は
日
本
銀
行
、
大
蔵
省
、
外
務
省
が
合
同
で
報
告
書
を
作
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
第
一
〇
回
（
一
九
四
六
年

一
二
月
一
九
日
）
に
は
在
外
財
産
調
査
会
（
大
蔵
省
、
外
務
省
）
と
日
本
銀
行
は
全
く
異
な
る
方
法
で
集
計
を
行
う
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て

い
）
（（
（

る
。
た
だ
、
双
方
の
報
告
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
補
完
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
）
（（
（

た
。

全
体
を
通
し
て
、
マ
ク
グ
ラ
ス
ら
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
途
方
も
な
い
集
計
作
業
に
立
ち
向
か
う
日
本
側
メ
ン
バ
ー
た
ち
を
、
そ
の
使

命
と
責
任
を
強
調
す
る
こ
と
で
鼓
舞
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
や
ロ
ン
ド
ン
か
ら
は
具
体
的
に
何
が
必
要
か
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
の
講
和
が
完
了
す
れ
ば
次
の
問
題
は
東
洋
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
請
求
権
が
重
要
か
つ
国
際
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
っ
た
。
将
来
の
講
和
会
議
に
お
い
て
、
求
め
ら
れ
た
時
に
デ
ー
タ
を
提
出
で
き
れ
ば
そ
れ
は
日
本
に
と
っ
て
有
利
（the�advantage�

of�Japan

）
に
な
る
。
委
員
会
は
他
国
か
ら
の
請
求
権
を
相
殺
（counterbalance

）
す
る
た
め
に
日
本
の
在
外
財
産
を
数
え
上
げ
る
こ
と

を
使
命
と
し
た
し
、
数
字
を
決
定
で
き
る
の
は
彼
ら
だ
け
で
あ
っ
た
。
東
京
の
委
員
会
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ポ
ー
レ
ー
が
持
っ
て
い
る
以
上
の

情
報
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
）
（（
（
る
。
マ
ク
グ
ラ
ス
は
、
委
員
会
の
日
本
人
が
ワ
シ
ン
ト
ン
よ
り
も
情
報
が
あ
り
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
る
こ
と
を
強

調
し
）
（（
（
た
。
ま
た
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
検
査
官
が
委
員
会
に
ゲ
ス
ト
と
し
て
や
っ
て
き
た
日
に
、
日
本
側
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
マ
ク
グ
ラ
ス
に
恥
を
か
か

せ
な
い
よ
う
釘
を
刺
し
た
際
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
日
本
銀
行
や
大
蔵
省
は
多
く
の
残
業
を
し
て
自
分
の
た
め
に
数
字
を
準
備
し
て
く
れ
て
い
る
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と
静
か
に
反
論
し
て
い
）
（（
（

る
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
日
本
側
が
毎
回
提
出
す
る
数
字
に
鋭
い
批
判
と
厳
し
い
要
求
を
課
し
た
が
、
委
員
会
で
は
信
頼
、
協

力
関
係
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
少
な
く
と
も
議
事
録
か
ら
は
う
か
が
え
る
。
な
お
、
日
本
政
府
や
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
高
官
か
ら
在
外
財
産
に
関
す

る
情
報
を
強
く
要
求
さ
れ
な
が
ら
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
し
て
す
ら
研
究
段
階
で
の
情
報
を
秘
匿
し
て
い
）
（（
（
る
。

彼
ら
の
仕
事
は
講
和
条
約
に
結
実
す
る
よ
う
な
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
、
彼
ら
に
は
時
間
が
な
か
っ
た
。
第
一
回
（
一
〇
月

初
旬
）
の
時
点
で
年
末
ま
で
の
仕
事
の
完
了
を
目
指
し
て
お
り
、
普
通
な
ら
二
、
三
ヶ
月
か
か
る
作
業
を
二
、
三
日
で
行
う
必
要
が
あ
っ
）
（（
（
た
。

た
だ
し
同
時
に
、
一
度
数
字
を
公
に
出
せ
ば
委
員
会
は
そ
の
数
字
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
不
正
確
、
不
完
全
な
数
字
は
委
員
会
の

信
用
を
損
な
わ
せ
る
（our�total�w

ork�w
ill�be�discredited

）
た
め
、
メ
ン
バ
ー
に
は
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
か
つ
正
確
な
仕
事
が
求
め
ら
れ
）
（（
（

た
。

委
員
会
の
初
期
に
は
、
在
外
財
産
の
総
額
が
論
点
と
な
っ
た
。
委
員
会
発
足
前
の
九
月
一
日
に
二
〇
〇
億
ド
ル
と
い
う
数
字
が
ワ
シ
ン
ト

ン
に
報
告
さ
れ
た
が
、
デ
ー
タ
は
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
集
計
が
進
め
ば
数
字
は
増
え
る
で
あ
ろ
う
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
委

員
会
と
し
て
数
字
を
増
や
す
必
要
が
あ
っ
た
も
の
の
、
の
ち
に
数
字
が
大
き
す
ぎ
た
と
謝
罪
す
る
羽
目
に
な
る
よ
う
な
数
字
は
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
）
（1
（
た
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
日
本
側
の
意
見
を
求
め
た
が
、
日
本
と
し
て
は
推
定
さ
れ
た
一
三
〇
億
ド
ル
〜
二
〇
〇
億
ド
ル
と
い
う
数
字

に
は
全
く
根
拠
が
な
く
、
実
際
の
数
字
に
つ
い
て
は
何
も
言
え
な
い
と
し
か
答
え
ら
れ
な
か
っ
）
（（
（

た
。
そ
の
後
、
日
本
側
は
第
七
回
委
員
会

（
一
九
四
六
年
一
一
月
二
六
日
）
に
お
い
て
終
戦
時
の
総
額
と
し
て
約
二
四
〇
億
ド
ル
と
い
う
数
字
を
報
告
し
た
が
、
そ
こ
で
は
一
九
三
九

年
時
点
で
の
ア
メ
リ
カ
の
物
価
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
納
得
し
な
か
っ
）
（（
（
た
。
第
九
回
（
一
二
月
五
日
）
に
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
タ
ン

ゼ
イ
将
軍
（Patrick�H

enry�T
ansey

）
が
ゲ
ス
ト
と
し
て
招
か
れ
日
本
側
が
提
出
し
た
数
字
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
在
外
財
産

の
総
額
は
約
二
一
〇
億
と
さ
れ
て
い
た
が
、
タ
ン
ゼ
イ
は
一
ド
ル
一
五
円
と
い
う
換
算
率
に
疑
問
を
呈
し
た
も
の
の
、
重
要
な
の
は
数
学
的

な
こ
と
で
は
な
く
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
数
字
に
合
意
し
て
い
る
か
（T

he�value�or�figures�w
ill�not�be�a�m

athem
atical�problem

,�

but�rather�a�problem
�of�all�agreeing�on�it

）
で
あ
り
、
委
員
会
が
合
意
し
、
最
善
の
数
字
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
受
け
入
れ
る
し
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か
な
い
と
述
べ
た
。
ま
た
タ
ン
ゼ
イ
は
マ
ク
グ
ラ
ス
、
加
納
、
長
沼
だ
け
を
部
屋
に
残
し
、
委
員
会
の
認
識
が
間
違
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の

問
題
は
政
治
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
伝
え
、
賠
償
会
議
（the�R

eparations�C
onference

）
で
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
あ
ま
り

控
え
目
で
な
い
ほ
う
が
よ
い
、
ど
ん
な
数
字
を
出
し
て
も
打
ち
捨
て
ら
れ
る
、
何
が
ベ
ス
ト
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
委
員
会
の
数
字
に
従
う
、

と
助
言
し
）
（（
（

た
。
こ
れ
を
受
け
て
マ
ク
グ
ラ
ス
は
そ
の
場
で
総
額
を
二
一
〇
億
か
ら
二
四
〇
億
に
訂
正
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
）
（（
（

る
。
委
員
会
の

初
期
に
は
こ
う
し
た
判
断
も
あ
っ
た
。

委
員
会
で
は
並
行
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
各
地
域
に
お
け
る
財
産
額
の
推
定
、
総
額
に
お
け
る
各
地
域
の
比
率
推
定
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、

各
通
貨
の
レ
ー
）
（（
（

ト
や
物
価
変
動
（
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
イ
ン
フ
レ
率
）
等
の
た
め
に
、
評
価
の
確
定
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

委
員
会
は
在
外
財
産
調
査
会
と
同
じ
く
帳
簿
価
格
と
時
価
の
比
率
を
算
出
し
よ
う
と
し
た
が
、
対
象
企
業
の
デ
ー
タ
が
集
ま
る
度
に
比
率
は

変
動
し
、
そ
の
確
定
も
困
難
を
極
め
た
。
そ
の
う
ち
、
在
外
財
産
の
総
額
が
二
四
〇
億
に
設
定
さ
れ
る
と
、
重
要
な
の
は
割
合
で
あ
り
各
地

域
の
財
産
額
を
出
す
必
要
は
な
い
と
考
え
た
）
（（
（

り
、
委
員
会
の
目
的
は
二
四
〇
億
と
い
う
数
字
を
裏
付
け
る
事
実
を
積
み
上
げ
る
こ
と
（our�

principle�purpose�is�to�build�up�a�facts�that�w
ill�support�the��（（�billion�figure

）
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
し
）
（（
（
た
。
た
だ
、
そ
の
後
日
本

銀
行
と
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
在
外
財
産
等
報
告
書
を
利
用
し
た
包
括
的
な
調
査
に
乗
り
出
し
て
お
り
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
機
械
を
利
用
し
て
集
計
）、

ま
た
一
九
四
七
年
三
月
三
一
日
付
報
告
）
（（
（

書
で
は
た
し
か
に
在
外
財
産
の
総
額
（
陸
海
軍
財
産
を
除
く
）
は
二
四
〇
億
ド
ル
ち
ょ
う
ど
と
さ
れ

て
い
る
が
、
同
年
一
二
月
末
の
報
告
書
で
は
二
三
三
億
三
八
三
四
万
六
〇
〇
〇
ド
ル
（
陸
海
軍
財
産
を
除
く
）
と
い
う
具
体
的
な
数
字
が
算

出
さ
れ
て
い
）
（（
（
る
。
第
3
表
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
提
出
し
た
各
時
期
の
報
告
書
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
四
七
年
六
月
ま
で
は
あ
ら
か
じ
め
設

定
し
た
総
額
を
基
準
に
し
た
概
算
と
い
う
性
格
が
う
か
が
え
る
が
、
最
終
報
告
は
各
地
域
の
数
字
を
積
み
上
げ
な
が
ら
総
額
を
算
出
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
て
具
体
化
し
て
い
っ
た
委
員
会
の
集
計
作
業
で
あ
っ
た
が
、
推
計
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
限
界
は
抱
え
て
い
た
。
そ
こ
で
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重
要
と
な
っ
た
の
は
、
委
員
会
が
出
す
数
字
の
信
頼
性
で
あ
っ
た
。
誰
に
も
正
解
は
分
か
ら
な
い
が
、
誰
か
ら
も
正
解
だ
と
認
識
さ
れ
る
こ

と
が
肝
心
だ
っ
た
。
特
に
論
点
と
な
っ
た
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
（
満
鉄
）
の
資
産
額
の
算
出
過
程
か
ら
そ
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

満
鉄
資
産
は
第
一
八
回
（
一
九
四
七
年
五
月
三
〇
日
）、
第
一
九
回
（
同
六
月
一
九
日
）、
第
二
〇
回
（
同
七
月
三
日
）、
第
二
二
回
（
同

一
〇
月
二
日
）
に
お
い
て
議
題
と
な
っ
た
。
当
初
、
大
蔵
省
は
満
鉄
の
資
産
総
額
を
五
四
一
億
八
八
〇
〇
万
円
と
報
告
し
）
（1
（

た
が
、
の
ち
に
修

正
し
、
鉄
道
事
業
で
三
一
五
億
九
九
〇
〇
万
円
、
そ
の
他
事
業
で
一
五
一
億
六
三
〇
〇
万
、
総
額
四
六
七
億
六
二
〇
〇
万
円
と
試
算
し
）
（（
（
た
。

と
こ
ろ
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
日
本
側
の
数
字
を
過
大
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
マ
ク
グ
ラ
ス
は
特
に
鉄
道
建
設
費
に
着
目
し
、
日
本
側
が
提
出
し
た

資
料
で
は
満
鉄
の
一
マ
イ
ル
あ
た
り
の
鉄
道
建
設
）
（（
（

費
が
二
七
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
の
平
均
約
一
〇
万
ド
ル
の
二
倍
以
上

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
そ
の
他
の
数
字
も
高
す
ぎ
る
に
違
い
な
い
と
指
摘
し
た
。
日
本
銀
行
の
加
納
は
、
満
鉄
の
場
合
は
戦
後
価

格
で
計
算
し
て
い
る
た
め
、
原
価
計
算
の
ア
メ
リ
カ
と
の
差
が
生
じ
て
い
る
と
説
明
し
た
が
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
こ
う
し
た
数
字
は
ア
メ
リ
カ

の
鉄
道
関
係
者
に
桁
外
れ
な
数
字
（fantastic�figure

）
と
言
わ
れ
る
た
め
、
鉄
道
設
備
の
資
産
額
を
三
〇
〇
億
円
以
下
の
受
け
入
れ
や
す

い
数
字
（acceptable�figure

）
に
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
鉄
道
事
業
二
八
〇
億
円
、
関
連
事
業
七
〇
億
円
の
合
計
三
五
〇
億
円

と
い
う
数
字
を
提
案
し
）
（（
（

た
。

こ
う
し
た
指
摘
を
受
け
て
、
大
蔵
省
は
満
鉄
の
資
産
額
を
約
五
五
九
億
か
ら
約
三
九
九
億

円
（
う
ち
鉄
道
事
業
三
〇
〇
億
円
）
へ
修
正
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
主
に
土
地
評
価
の
引
き

下
げ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
）
（（
（
た
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
調
査
し
た
、
あ
る
い
は
入
手
し
た
別
の
資
料
で
は
、

鉄
道
事
業
で
約
三
〇
〇
億
円
、
関
連
事
業
で
約
六
〇
億
円
、
そ
の
他
子
会
社
で
約
四
〇
億
円
、

合
計
約
四
〇
〇
億
円
と
い
う
数
字
が
算
出
さ
れ
て
お
）
（（
（
り
、
大
蔵
省
の
数
字
と
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
た
。
し
か
し
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
い
ず
れ
の
数
字
も
な
お
大
き
す
ぎ
る
と
主
張
し
た
。
マ
ク

第 3表　CPC による在外財産各報告⽐較

（（（（.（.（（ （（（（.（.（1 （（（（.（（.（（ （（（（.（.（1（最終報告）

% ドル % ドル % ドル % ドル

韓国 （（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（（,（（（,111� （（.（（ （,（（（,（（（,1（（�
台湾 （1 （,（11,111,111� （.（（ （,（11,111,111� （.1（ （,（1（,（（（,111� （.（（ （,（（（,（（（,（（（�
満州 （（ （,（11,111,111� （（.（（ （,（11,111,111� （（.（（ （,（（（,（（1,111� （（.（（ （,（（（,（（（,（（（�
華北 （（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（1,111,111� （（.1（ （,（1（,（（1,（（（� （（.（（ （,（（（,（（（,（（1�
華中・華南 （（ （,（（1,111,111� （1.（（ （,（（1,111,111� （1.（（ （,（（（,（（（,1（（� （.（（ （,（（（,（（（,（（1�
その他 （ （,（（1,111,111� （.（（ （,（（1,111,111� （.1（ （,（（（,（（（,111� （.（（ （,（（1,（（（,（（（�

合計 （11 （（,111,111,111� （11 （（,（11,111,111� （11 （（,（（（,（（（,111� （11 （（,（（1,（（（,（（（�

出典）　Japanese�External�Assets�Estimate�（（�March�Report�（CPC（（（1（）,�Japanese�External�Assets� Estimate�（1�June�（（（（�（CPC�
1111（）,�Japanese�External�Assets�Estimate�（（�December�（（（（（CPC1111（）,�Japanese�External� Assets�as�of�August�（（（（�（（1�
September�（（（（）�（CPC1111（）.�いずれも陸海軍財産（（,（（（,（（（,111 ドル）を除く．
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グ
ラ
ス
の
不
安
は
、
や
は
り
技
術
者
ら
専
門
家
か
ら
の
疑
問
が
呈
さ
れ
る
こ
と
に
あ
っ
）
（（
（

た
。

対
し
て
、
大
蔵
省
は
ア
メ
リ
カ
の
鉄
道
会
社
の
運
航
マ
イ
ル
数
や
所
有
地
面
積
、
総
投
資
額

な
ど
を
調
べ
た
上
で
ア
メ
リ
カ
で
の
一
マ
イ
ル
あ
た
り
の
資
産
が
約
二
三
万
ド
ル
〜
二
五
万

ド
ル
と
な
る
こ
と
を
算
出
し
、
満
鉄
の
数
字
と
の
比
較
を
示
し
）
（（
（

た
。

議
事
録
の
欠
落
に
よ
り
、
満
鉄
資
産
額
に
つ
い
て
の
そ
の
後
の
議
論
は
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
最
終
報
告
書
で
は
、
満
鉄
資
産
は
子
会
社
を
含
め
て
二
三
億
二
三
三
万
一
〇

〇
〇
ド
ル
（
三
四
五
億
三
四
九
五
万
五
〇
〇
〇
円
）
と
さ
れ
て
い
）
（（
（

る
。
結
果
か
ら
見
れ
ば
、

数
字
は
マ
ク
グ
ラ
ス
の
提
案
の
通
り
に
圧
縮
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
数

字
に
対
し
て
外
部
か
ら
疑
義
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
選
択
で
あ
っ

た
が
、
日
米
間
で
安
易
に
そ
の
数
字
が
合
意
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
蔵
省
は
段
階
的
な

譲
歩
を
し
な
が
ら
も
、
何
度
も
数
字
と
情
報
を
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
提
出
し
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
そ
の
都
度
そ

れ
を
検
討
し
批
判
し
た
。

別
の
論
点
と
し
て
、
満
鉄
の
例
の
場
合
、
日
本
側
が
過
大
評
価
を
し
て
資
産
額
を
高
め
よ

う
と
し
て
い
た
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
一
九
四
七
年
七
月
に

日
本
外
務
省
が
作
成
し
た
調
査
書
（
第
一
章
注
（
（（
）、
注
（
（（
）
史
料
）
の
内
容
は
、「
在

外
財
産
の
評
価
を
高
め
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
」
を
用
意
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
て

い
）
（（
（
る
。
た
だ
、
合
同
委
員
会
で
の
報
告
内
容
を
追
っ
て
い
く
と
、
外
務
省
を
含
む
在
外
財
産

調
査
会
か
ら
の
報
告
に
つ
い
て
言
え
ば
、
集
計
企
業
数
が
毎
回
増
加
し
て
い
く
な
か
、
一
五

第 3表　CPC による在外財産各報告⽐較

（（（（.（.（（ （（（（.（.（1 （（（（.（（.（（ （（（（.（.（1（最終報告）

% ドル % ドル % ドル % ドル

韓国 （（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（（,（（（,111� （（.（（ （,（（（,（（（,1（（�
台湾 （1 （,（11,111,111� （.（（ （,（11,111,111� （.1（ （,（1（,（（（,111� （.（（ （,（（（,（（（,（（（�
満州 （（ （,（11,111,111� （（.（（ （,（11,111,111� （（.（（ （,（（（,（（1,111� （（.（（ （,（（（,（（（,（（（�
華北 （（ （,（（1,111,111� （（.（（ （,（（1,111,111� （（.1（ （,（1（,（（1,（（（� （（.（（ （,（（（,（（（,（（1�
華中・華南 （（ （,（（1,111,111� （1.（（ （,（（1,111,111� （1.（（ （,（（（,（（（,1（（� （.（（ （,（（（,（（（,（（1�
その他 （ （,（（1,111,111� （.（（ （,（（1,111,111� （.1（ （,（（（,（（（,111� （.（（ （,（（1,（（（,（（（�

合計 （11 （（,111,111,111� （11 （（,（11,111,111� （11 （（,（（（,（（（,111� （11 （（,（（1,（（（,（（（�

出典）　Japanese�External�Assets�Estimate�（（�March�Report�（CPC（（（1（）,�Japanese�External�Assets� Estimate�（1�June�（（（（�（CPC�
1111（）,�Japanese�External�Assets�Estimate�（（�December�（（（（（CPC1111（）,�Japanese�External� Assets�as�of�August�（（（（�（（1�
September�（（（（）�（CPC1111（）.�いずれも陸海軍財産（（,（（（,（（（,111 ドル）を除く．



298

回
目
の
報
告
書
（
一
九
四
七
年
九
月
一
八
日
）
で
は
前
回
か
ら
総
額
を
約
七
七
億
円
減
額
、
一

七
回
目
の
報
告
書
（
一
九
四
七
年
一
〇
月
三
〇
日
）
で
も
企
業
数
が
一
五
六
社
増
え
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
約
一
六
億
円
の
減
額
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
細
か
な
エ
ラ
ー
（
重
複
、

分
類
ミ
ス
、
推
定
比
率
等
）
の
修
正
の
結
果
で
あ
り
、
日
本
側
は
か
な
り
慎
重
、
丁
寧
な
計
算

を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
個
人
か
ら
の
在
外
財
産
等
報
告
書
に
つ
い
て
、
一
九
四

七
年
秋
段
階
に
な
る
と
闇
市
価
格
の
高
騰
に
伴
い
極
端
に
評
価
額
が
高
い
も
の
が
散
見
さ
れ
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
減
額
し
て
集
計
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
日
本
銀
行
か
ら
提
出
さ
れ
て

い
）
（1
（
る
。
各
組
織
が
相
互
に
独
立
し
、
そ
の
仕
事
を
監
視
（check

）
し
合
う
よ
う
な
雰
囲
）
（（
（
気
の

な
か
で
、
日
本
側
も
Ｃ
Ｐ
Ｃ
も
よ
り
適
切
な
（
そ
れ
は
正
確
で
あ
る
と
同
時
に
疑
問
を
抱
か
れ

な
い
よ
う
な
）
数
字
の
算
出
に
努
め
て
い
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

一
九
四
八
年
九
月
三
〇
日
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
は
最
終
報
告
書
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
へ
提
出
し
た
。
遅
れ
て
一
二

月
二
一
日
に
在
外
財
産
調
査
会
も
最
後
の
報
告
書
を
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
提
出
し
、
同
日
、
合
同
委
員
会

は
第
二
八
回
を
も
っ
て
解
散
す
る
。
在
外
財
産
調
査
会
は
翌
月
一
九
四
九
年
一
月
に
解
散
式
を

行
っ
て
い
）
（（
（
る
。

第
4
表
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
最
終
報
告
書
か
ら
の
一
部
数
字
の
抜
粋
、
第
5
表
は
在
外
財
産
調
査
会

の
最
終
報
告
書
か
ら
の
一
部
数
字
の
抜
粋
で
あ
る
。

Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
最
終
報
告
書
が
日
本
銀
行
、
大
蔵
省
、
外
務
省
と
の
合
同
委
員
会
で
の
情
報
、
議

論
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
最
終
報
告
）
（（
（

書
に
は
、
在
外
財
産
等
報

第 4表　CPC 最終報告書　所有別・地域別⽇本財産（ドル）

企業資産 個⼈資産 政府所有資産 計 %

韓国 北朝鮮 （,（（1,（（（,（（1� （（（,（（1,111� （（（,1（（,（（（� （,（（1,（（（,（（（� （（.（（
南朝鮮 （,（（（,（（（,（（（� （（（,（（1,111� （（（,（1（,11（� （,（（（,（（（,（（（� （1.（1

台湾 （,1（（,（（（,（（（� （（1,（（（,111� （（（,（（（,111� （,（（（,（（（,（（（� （.（（
満州 （,（（（,（（（,（（（� （,（（（,（（（,111� （（（,（11,111� （,（（（,（（（,（（（� （（.（（
華北 （,（（（,（（（,111� （（（,1（（,（（1� （（,（（1,（（1� （,（（（,（（（,（（1� （（.（（
華中・華南 （,（（（,（（（,111� （（（,（（（,1（1� （（,1（（,（（1� （,（（（,（（（,（（1� （.（（
その他 （（（,（1（,1（（� （（（,111,111� （（（,（（（,（（1� （,（（1,（（（,（（（� （.（（

計 （（,（（（,（1（,（（（� （,1（（,1（（,111� （,（（（,（（（,（（1� （（,（（1,（（（,（（（� （11

出典�）　Japanese�External�Assets�as�of�August�（（（（,�Vol.�（,�（1�September�（（（（�（CPC1111（）.�ここに陸
海軍財産（（,（（（,（（（,111 ドル）が加わると，総額は （1,（（（,（（（,（（（ ドルとなる．



帝国日本の終戦と在外財産調査（吉田）

299

告
書
の
ほ
か
、
第
一
復
員
局
お
よ
び
第
二
復
員
局
（
陸
海
軍
財
産
報
告
）、

外
務
省
（
領
事
館
報
告
お
よ
び
関
係
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）、
大
蔵
省
（
専
門

家
デ
ー
タ
お
よ
び
刊
行
物
）、
日
本
銀
行
（
戦
中
各
支
店
報
告
お
よ
び
金
融

財
政
情
報
）、
日
本
興
業
銀
行
（
満
州
企
業
の
歴
史
的
・
金
融
財
政
的
デ
ー

タ
）、
横
浜
正
金
銀
行
（
南
方
支
店
の
金
融
財
政
記
録
）、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
経
済
科
学

局
財
政
課
（
閉
鎖
機
関
の
金
融
財
政
記
録
）
が
情
報
源
と
し
て
列
記
さ
れ
て

い
る
。
三
〇
地
域
に
存
在
し
た
日
本
の
在
外
財
産
は
九
〇
種
類
も
の
貨
幣
で

報
告
さ
れ
、
一
ド
ル
一
五
円
、
一
二
〇
〇
円
（
聯
銀
券
）、
四
万
八
〇
〇
〇

円
（
儲
備
券
）、
二
〇
（
各
地
軍
票
）、
一
五
〇
フ
ィ
リ
ピ
ン
ペ
ソ
な
ど
の
レ

ー
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
報
告
と
在
外
財
産
調
査
会
の
報
告
を
並
べ
た
と
き
、
気
に
な
る

の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
在
外
財
産
調
査
会
の
報
告
は
、
個
人
財
産
と
陸
海

軍
財
産
を
除
く
政
府
・
企
業
財
産
の
み
を
集
計
し
て
お
り
、
華
北
、
南
方
、

欧
米
の
政
府
財
産
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
そ
こ
に
個
人
財
産
を
加
え
た
Ｃ

Ｐ
Ｃ
の
数
字
よ
り
も
そ
の
総
額
は
大
き
い
。
比
較
す
る
と
、
在
外
財
産
調
査

会
の
報
告
は
、
朝
鮮
を
除
く
各
地
の
企
業
財
産
の
評
価
や
、「
そ
の
他
」
地

域
の
政
府
財
産
の
評
価
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
の
そ
れ
よ
り
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
原
因
や
意
図
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
在
外
財
産
委
員
会
の
メ
ン

第 5表　在外財産調査会最終報告書　所有別・地域別⽇本財産

調査
企業数

円（百万円） ⽶ドル（百万ドル） 地域別�
⽐率�

（%）企業資産 政府所有
資産 計 企業�

資産
政府所有�

資産 計

朝鮮 （（（ （（,（（（ （（,（（（ （1,（（（ （,（（（ （,（（（ （,（（（ （1
台湾 （（（ （（,（（（ （,（（1 （（,（（（ （,（（（ （（（ （,（（（ （1
満州 （（1 （（（,（（（ （,（（（ （（（,（（（ （,（（（ （（（ （,（（（ （（
華北 （,（（（ （（,（（（ ― （（,（（（ （,（（（ ― （,（（（ （（
華中・華南 （,（11 （（,（（（ （（（ （（,（（1 （,（（（ （ （,（（（ （
その他 （,（1（ （（,（（（ （,1（（ （1,（（（ （,（（（ （（1 （,1（（ （

樺太 （（ （,（（1 （,（（（ （,（（（ （（（ （（（ （（（ （.（
南洋 （（ （1（ （（（ （（（ （（ （（ （（ 1.（
南方 （ （（（ （（,（（（ ― （（,（（（ （,1（（ ― （,1（（ （.（
南方 （ （1（ （,（（（ ― （,（（（ （（ ― （（ 1.（
欧⽶他 （（（ （,（（（ ― （,（（（ （（（ ― （（（ 1.（

合計 （,（（（ （（1,（（（ （（,1（（ （（（,（（1 （（,（（（ （,（（（ （（,（（（ （11

出典�）　Japanese�External�Assets�Report�Submitted�by�Ministry�of�Finance,�（（�Dec.�（（（（�（CPC1（（（（）．
前掲，原，（（（ ⾴にも掲載．円価格とドル価格の⽐較から，実際には⼀桁まで具体的な数字を算出
していたと思われる．
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バ
ー
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
最
終
報
告
書
を
提
出
し
た
後
、
そ
の
結
果
と
数
字
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
承
知
で
自
分
た
ち
の
報
告
書
を
提
出
し
た

の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
日
本
で
は
「
在
外
財
産
調
査
会
に
お
け
る
調
査
の
結
果
を
裏
付
け
る
た
め
）
（（
（
に
」
地
域
別
の
調
査
が
進
め
ら
れ
、
全
三
七
冊
の

『
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
』
が
刊
行
さ
れ
）
（（
（

た
。
日
本
人
の
海
外
活
動
が
「
平
和
的
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
旨
と
す
る
同

書
の
目
的
と
内
容
は
在
外
財
産
額
の
算
出
と
い
う
本
稿
の
論
点
を
超
え
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
触
れ
な
い
。

一
九
四
九
年
九
月
二
一
日
、
連
合
国
最
高
司
令
官
は
外
国
為
替
資
産
の
分
離
、
保
管
、
総
司
令
部
へ
の
報
告
を
指
令
し
たSC

A
PIN

-（（

を
無
効
と
し
）
（（
（

た
。
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
最
終
報
告
書
を
提
出
し
た
後
、
連
合
国
最
高
司
令
官
は
、
外
国
に
存
在
す
る
日
本
財
産
が
権
限
外
に
あ
る
こ
と

を
理
由
に
そ
の
管
理
責
任
を
放
棄
し
た
の
で
あ
っ
）
（（
（
た
。
日
本
の
在
外
財
産
は
各
政
府
の
管
理
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
本
稿
で
は

各
国
に
お
け
る
調
査
、
処
理
に
ま
で
検
討
が
及
ん
で
い
な
い
。

（
（
）　
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
、
付
録
九
、
付
録
一
〇
。

（
（
）　
同
前
、
付
録
一
一
。

（
（
）　『
在
外
財
産
調
査
会
関
係
資
料
目
録
』
平（�（

大
蔵1（（（（（11

（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。
そ
の
他
、
日
本
人
の
在
外
財
産
の
取
引
禁
止
、
保

管
等
に
関
す
る
司
令
部
覚
書
、
勅
令
、
省
令
に
つ
い
て
は
前
掲
、
原
、
五
四
二
〜
五
四
三
頁
。

（
（
）　
以
下
、
出
典
史
料
は
す
べ
て
『
在
外
財
産
等
報
告
書
に
関
す
る
書
類
　
昭
和
二
一
年
一
一
月
〜
昭
和
二
四
年
四
月
』（（1（（（

）（
日
本
銀
行

金
融
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ
所
蔵
）。

（
（
）　
以
下
、「
在
外
財
産
報
告
等
に
関
す
る
地
方
懇
談
会
日
程
表
」「
在
外
財
産
事
務
説
明
会
出
張
報
告
」。

（
（
）　「
在
外
財
産
等
の
報
告
に
関
す
る
注
意
事
項
（
二
〇
、
一
一
、
一
〇
）」。

（
（
）　
一
九
四
五
年
一
一
月
二
二
日
大
蔵
省
金
融
局
長
久
保
文
蔵
発
日
本
銀
行
考
査
局
長
二
見
貴
知
雄
宛
。
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（
（
）　
一
九
四
五
年
一
二
月
二
〇
日
日
本
銀
行
福
岡
支
店
長
代
理
発
外
事
局
長
宛
、
同
二
四
日
日
本
銀
行
熊
本
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。
な
お
、
上

海
に
お
い
て
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
の
第
一
回
居
留
民
帰
国
の
際
に
帰
国
民
に
対
し
て
、
携
帯
を
許
さ
れ
な
い
物
品
は
将
来
賠
償
に
充
当
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
が
上
海
日
本
人
居
留
民
管
理
処
か
ら
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
帰
国
後
、
積
極
的
に
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
陳
祖
恩
（
袁
雅
瓊
・
川
島
真
訳
）「
虹
口
集
中
区
の
日
本
人
た
ち
―
上
海
日
本
人
居
留
民
の
送
還
と
処
置
―
」
劉
傑
・

川
島
真
編
『
一
九
四
五
年
の
歴
史
認
識
：〈
終
戦
〉
を
め
ぐ
る
日
中
対
話
の
試
み
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
、
一
〇
三
頁
。

（
（
）　
前
掲
、
一
九
四
五
年
一
二
月
二
〇
日
日
本
銀
行
福
岡
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。

（
（1
）　
二
万
八
一
〇
〇
件
。
齊
藤
達
也
「『
在
外
私
有
財
産
実
態
調
査
票
』
研
究
」『
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
紀
要
』
七
、
二
〇
一
九
・
三
、
三
九
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
加
藤
、
第
一
章
。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
二
月
二
四
日
「
在
外
財
産
等
報
告
書
受
付
打
切
日
其
他
に
関
す
る
件
」。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
一
月
一
五
日
大
蔵
省
外
資
局
長
「
在
外
財
産
等
報
告
促
進
方
依
頼
の
件
」。
な
お
、
こ
の
頃
に
は
新
聞
等
で
報
告
書
提
出
を
広

く
宣
伝
す
る
こ
と
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
向
に
は
反
す
る
行
為
だ
っ
た
よ
う
で
（
一
九
四
六
年
一
月
一
九
日
外
事
局
長
代
理
発
各
支
店
長
宛
）、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
と
し
て
は
調
査
の
終
結
（
打
切
）
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
結
果
と
し
て
報
告
書
の
収
集
が
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る

在
外
財
産
調
査
に
役
立
っ
た
こ
と
は
後
述
の
通
り
。

（
（（
）　
前
掲
、
一
九
四
五
年
一
一
月
二
四
日
日
本
銀
行
熊
本
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。
ま
た
、
原
紙
払
底
と
印
刷
能
力
不
足
の
も
と
で
は
報
告
用
紙

の
調
達
も
困
難
で
、
日
本
銀
行
熊
本
支
店
は
熊
本
県
に
交
渉
し
、
進
駐
軍
が
保
有
す
る
原
紙
の
一
部
、
報
告
用
紙
二
〇
〇
万
枚
（
約
五
万
人

分
）
を
進
駐
軍
か
ら
県
に
払
い
下
げ
さ
せ
、
印
刷
工
場
を
「
督
励
」
し
て
報
告
用
紙
を
印
刷
、
頒
布
（
七
枚
に
つ
き
実
費
一
円
）
し
た
。
同
前
。

（
（（
）　「
在
外
財
産
報
告
に
関
す
る
質
疑
応
答
」。

（
（（
）　
前
掲
、
一
九
四
五
年
一
一
月
二
四
日
日
本
銀
行
熊
本
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
二
月
八
日
外
事
局
管
理
課
発
各
支
店
宛
（
外
管
第
一
一
号
）。

（
（（
）　
前
掲
、
一
九
四
五
年
一
一
月
二
四
日
日
本
銀
行
熊
本
支
店
長
発
外
事
局
長
宛
。

（
（（
）　
前
掲
、
一
九
四
六
年
一
月
一
五
日
大
蔵
省
外
資
局
長
「
在
外
財
産
等
報
告
促
進
方
依
頼
の
件
」、
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
編
『
住
友
信
託



302

銀
行
三
十
年
史
』
同
、
一
九
五
五
、
三
六
六
頁
。

（
（1
）　
同
前
、
三
六
六
〜
三
六
八
頁
。
な
お
、
同
社
の
代
行
件
数
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
か
ら
同
年
末
ま
で
が
一
七
六
一
件
、
一
九
四
六
年
一
月

か
ら
三
月
末
ま
で
が
二
二
一
〇
件
、
同
年
四
月
か
ら
一
九
四
七
年
七
月
ま
で
が
四
七
六
〇
件
、
計
八
七
三
一
件
で
あ
る
。

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
等
の
報
告
に
関
す
る
注
意
事
項
（
二
〇
、
一
一
、
一
〇
）」。

（
（（
）　「
在
外
財
産
等
報
告
に
関
す
る
質
疑
応
答
（
五
）」。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
一
月
三
〇
日
外
事
局
長
代
理
発
支
店
長
宛
（
外
管
第
一
二
一
号
）。

（
（（
）　「
在
外
財
産
報
告
に
関
す
る
質
疑
応
答
」、「
在
外
財
産
等
報
告
に
関
す
る
質
疑
応
答
（
一
）」。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
二
月
六
日
外
事
局
管
理
課
発
各
支
店
、
駐
在
員
事
務
所
宛
。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
二
月
二
三
日
外
事
局
長
代
理
発
支
店
長
宛
（
外
管
第
一
六
号
）。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
一
月
二
九
日
大
蔵
省
外
資
局
長
発
日
本
銀
行
副
総
裁
宛
。

（
（（
）　
一
九
四
五
年
一
二
月
四
日
外
事
局
長
「
大
蔵
省
よ
り
本
行
に
対
し
在
外
財
産
等
の
報
告
書
審
査
協
力
方
依
頼
の
件
」。

（
（（
）　
同
前
。

（
（1
）　
一
九
四
六
年
一
月
二
三
日
「
在
外
財
産
集
計
事
務
に
付
大
蔵
省
よ
り
本
行
に
於
て
引
受
方
依
頼
の
件
並
報
告
書
審
査
状
況
」、「
在
外
財
産
等

報
告
書
の
審
査
並
集
計
人
員
（
昭
和
二
一
年
一
月
二
八
日
現
在
」。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
二
月
一
八
日
「
在
外
財
産
等
報
告
審
査
、
集
計
に
関
す
る
今
後
の
計
画
並
担
当
者
増
員
御
伺
の
件
」。

（
（（
）　
こ
の
日
、
後
述
す
る
合
同
委
員
会
で
の
討
議
を
経
て
Ｃ
Ｐ
Ｃ
が
最
終
報
告
書
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
し
た
。

（
（（
）　
内
訳
は
、
日
本
に
本
社
を
有
す
る
金
融
機
関
一
五
五
〇
社
、
日
本
国
外
に
本
社
を
有
す
る
金
融
機
関
一
九
社
、
日
本
に
本
社
を
有
す
る
企
業

七
二
八
〇
社
、
日
本
国
外
に
本
社
を
有
す
る
企
業
三
五
一
七
社
、
閉
鎖
機
関
二
九
社
。Japanese�E

xternal�A
ssets�as�of�A

ugust�（（（（,�（1�

Septem
ber�（（（（,�G

H
Q

/SC
A
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（
（（
）　
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
、
五
六
頁
。

（
（（
）　
理
財
局
「
在
外
財
産
問
題
関
係
資
料
」（
一
九
六
六
年
一
月
）、『
在
外
財
産
問
題
関
係
資
料
大
蔵
省
理
財
局
作
成
』
平（�（

大
蔵1（（（（（11
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（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
（（
）　
一
九
五
〇
年
大
蔵
省
令
第
七
一
号
。
た
だ
し
第
五
条
（
省
令
施
行
後
の
帰
国
者
の
報
告
）
に
つ
い
て
は
効
力
が
継
続
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

前
掲
、『
在
外
財
産
調
査
会
関
係
資
料
目
録
』。

（
（（
）　
前
掲
、
朴
、
九
八
頁
。
同
調
査
会
に
つ
い
て
基
本
的
事
項
は
同
書
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
一
九
四
六
年
八
月
二
九
日
「
在
外
財
産
調
査
会
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
外
務
、
大
蔵
両
省
申
合
に
関
す
る
件
」（
管
経
第
三
五
八
号
）、
前

掲
、『
在
外
財
産
問
題
関
係
資
料
大
蔵
省
理
財
局
作
成
』。

（
（（
）　「
在
外
財
産
調
査
会
規
程
（
昭
和
二
一
年
九
月
二
八
日
実
施
）」、
同
前
。
な
お
、
外
務
省
管
理
局
経
済
課
が
一
九
四
九
年
三
月
に
作
成
し
た

説
明
資
料
「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」（
同
前
）
で
は
「
規
程
」
と
調
査
会
の
設
置
は
九
月
一
六
日
付
と
さ
れ
て
お
り
、『
日
本
占
領
及
び
管
理

重
要
文
書
集�

第
五
巻
』（
外
務
省
政
務
局
特
別
資
料
課
編
、
一
九
五
〇
）
の
解
説
や
先
行
研
究
（
前
掲
、
朴
、
一
〇
一
頁
）
も
そ
れ
に
準
じ
て

い
る
が
、
お
そ
ら
く
九
月
二
八
日
が
正
し
い
。

（
（1
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」。

（
（（
）　
前
掲
、
朴
、
一
〇
一
頁
。
な
お
、
一
九
五
三
年
に
在
外
財
産
喪
失
者
へ
の
補
償
、
救
済
等
に
つ
き
審
議
す
る
こ
と
を
目
的
に
内
閣
に
設
置
さ

れ
た
「
在
外
財
産
問
題
調
査
会
」
と
は
別
物
で
あ
る
。『
公
文
類
聚
・
第
七
十
八
編
・
昭
和
二
十
八
年
・
第
二
十
四
巻
・
官
規
一
・
行
政
官
庁

通
則
・
内
閣
・
総
理
府
一
』（
類1（（（（（11

）（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
（（
）　「
在
外
財
産
調
査
会
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
」、「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」、
前
掲
、『
在
外
財
産
調
査
会
関
係
資
料
目
録
』。

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
調
査
会
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
」。
国
内
補
償
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
「
大
問
題
」
で
あ
る
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　「
終
戦
時
に
於
け
る
日
本
在
外
財
産
調
査
に
つ
い
て
（
未
定
稿
）」、
前
掲
、『
在
外
財
産
調
査
会
関
係
資
料
目
録
』。

（
（（
）　
以
下
、
前
掲
、「
終
戦
時
に
於
け
る
日
本
在
外
財
産
調
査
に
つ
い
て
（
未
定
稿
）」、「
在
外
財
産
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
」。

（
（（
）　
満
州
中
央
銀
行
の
調
査
と
、
満
州
国
政
府
経
済
部
に
よ
る
調
査
「
全
満
会
社
名
簿
及
び
会
社
資
本
統
計
」（
一
九
四
五
年
一
月
末
現
在
）
を

利
用
し
た
。

（
（（
）　
以
下
、
議
事
録
の
引
用
は
す
べ
てO

verseas�A
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Q
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fice�of�C
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（（（,�box�（（（（,�folder�（（

に
よ
る
。
引
用
の
際
は
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
で
の
請
求
記
号

の
み
付
す
。

（
（（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

cG
rath.

（
（（
）　Ibid.

（
（1
）　M

eeting�on��（（�O
ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

cG
rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�N
ov.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�rem
arks�by�M

cG
rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�D
ec.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�Isono.

（
（（
）　Ibd.,�rem

arks�by�W
hiting�and�Isono.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（�N
ov.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

cG
rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�N
ov.�（（（（,�rem

arks�by�W
are�and�M

cG
rath.

（
（（
）　M

eetings�on�（（�N
ov.�（（（（�

（C
PC

1（（（（
）�and�（�Jan.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�rem
arks�by�M

cG
rath.

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
経
過
情
報
を

秘
匿
す
る
マ
ク
グ
ラ
ス
に
対
し
、
日
本
政
府
に
対
す
る
指
令
に
よ
り
情
報
を
入
手
で
き
る
と
言
っ
た
が
、
マ
ク
グ
ラ
ス
は
そ
の
場
合
に
は
委
員

会
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
伝
え
た
と
い
う
。

（
（（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（�and�（�（�O

ct.�（（（（,�rem
arks�by�M

cG
rath.�

（
（（
）　M

eeting�on�（,�O
ct.�（（（（,�rem

arks�by�T
heodore�K

.�N
oss.�

（
（1
）　M

eeting�on��（（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（（
）　M
eeting�on��（（�O

ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�K

anoh.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�N
ov.�（（（（,�rem

arks�by�M
cG

rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（�D
ec.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�rem
arks�by�T

ansey.

（
（（
）　Ibid.,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.
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（
（（
）　
Ｃ
Ｒ
Ｂ
（
中
央
儲
備
銀
行
券
）、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
中
国
聯
合
準
備
銀
行
券
）、
ド
ル
の
換
算
率
は
も
ち
ろ
ん
、
旧
帝
国
内
の
各
地
で
も
円
価
は
異
な

っ
て
い
た
。

（
（（
）　M

eeting�on��（（�D
ec.�（（（（,�a�rem

ark�by�N
oss.

（
（（
）　Ibid.,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（（
）　Japanese�E

xternal�A
ssets�E

stim
ate��（（�M

arch�R
eport,�G

H
Q

/SC
A

P�R
ecords,�O

ffice�of�C
ivil�Property�C

ustodian,�R
G

（（（,�

box�（1（（,�folder��（（�（C
PC

（（（1（

）.

（
（（
）　Japanese�E

xternal�A
ssets�E

stim
ate��（（�D

ecem
ber�（（（（,�G

H
Q

/SC
A

P�R
ecords,�O

ffice�of�C
ivil�Property�C

ustodian,�R
G

（（（,�

box�（（（1,�folder��（�
（C

PC
1111（

）.

（
（1
）　M

eeting�on��（1�M
ay�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�Ito.

（
（（
）　M

eeting�on��（�Jul.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�Ito.

（
（（
）　
実
際
の
コ
ス
ト
で
は
な
く
、
総
資
産
を
鉄
道
運
行
距
離
で
割
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。E

stim
ate�of�A

ssets�of�South�M
anchuria�

R
ailw

ay�C
o.,�Ltd.�

（A
ugust�（（th,�（（（（.

）,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�Property�C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（1,�folder�

�（（

（C
PC

1（（（（

）
で
の
欄
外
備
考
よ
り
。

（
（（
）　M

eeting�on��（�Jul.�（（（（,�rem
arks�by�K

anoh�and�M
cG

rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

aeno.�

先
述
の
五
四
一
億
八
八
〇
〇
万
円
、
四
六
七
億
六
二
〇
〇
万
と
の
前
後

関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
段
階
的
な
減
額
を
行
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
（（
）　Ibid.,�a�rem

ark�by�M
cG

rath,�E
stim

ate�of�A
ssets�of�South�M

anchuria�R
ailw

ay�C
o.,�Ltd.�

（A
ugust�（（th,�（（（（

）.

作
成
日
、

作
成
者
の
情
報
は
な
い
が
、
議
事
録
中
の
マ
ク
グ
ラ
ス
の
発
言
と
数
字
が
重
な
る
た
め
、
当
該
史
料
と
判
断
し
た
。

（
（（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（（
）　M

eeting�on��（1�N
ov.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�rem
arks�by�G

ushim
a.�

具
島
太
三
郎
、
元
満
鉄
職
員
。

（
（（
）　Japanese�E

xternal�A
ssets�as�of�A

ugust�（（（（,�V
ol.�（,��（1�Septem

ber�（（（（,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�Property�
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C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（1,�folder��（

（C
PC

1111（

）.
（
（（
）　
前
掲
、
浅
野
『
帝
国
日
本
の
植
民
地
法
制
』、
六
〇
七
頁
。

（
（1
）　M

eeting�on��（（�Sep.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�H

asegaw
a.

（
（（
）　M

eeting�on��（（�O
ct.�（（（（�

（C
PC

1（（（（

）,�a�rem
ark�by�M

cG
rath.

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」。

（
（（
）　Japanese�E

xternal�A
ssets�as�of�A

ugust�（（（（,�V
ol.�（,��（1�Septem

ber�（（（（,�G
H

Q
/SC

A
P�R

ecords,�O
ffice�of�C

ivil�Property�

C
ustodian,�R

G
（（（,�box�（（（1,�folder��（�

（C
PC

1111（

）.

（
（（
）　
前
掲
、「
在
外
財
産
調
査
会
概
要
」。
前
掲
、「
終
戦
時
に
於
け
る
日
本
在
外
財
産
調
査
に
つ
い
て
（
未
定
稿
）」、
前
掲
、
朴
、
一
〇
六
頁
も

参
照
。

（
（（
）　
小
林
英
夫
「
日
本
人
の
海
外
活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
」
井
村
哲
郎
編
『
一
九
四
〇
年
代
の
東
ア
ジ
ア
：
文
献
解
題
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
、
一
九
九
七
、
二
九
五
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
外
務
省
特
別
資
料
課
編
、
第
五
巻
、
五
二
〜
五
三
頁
。

（
（（
）　
前
掲
、
竹
前
・
中
村
監
修
、
六
〇
〜
六
一
頁
。

お
わ
り
に

Ｃ
Ｐ
Ｃ
と
日
本
の
合
同
委
員
会
の
議
長
で
あ
っ
た
マ
ク
グ
ラ
ス
は
、
あ
る
日
の
委
員
会
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
（
（
る
。

　W
e�all�believe�that�w

hen�the�tim
e�is�appropriate�and�som

e�international�subjects�have�been�settled,�the�efforts�of�



帝国日本の終戦と在外財産調査（吉田）

307

this�com
m

ittee�w
ill�then�be�know

n�to�the�statesm
en�of�the�w

orld.

　
私
た
ち
は
皆
信
じ
て
い
る
。
し
か
る
べ
き
時
が
来
て
、
い
く
つ
か
の
国
際
的
な
問
題
が
解
決
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
委
員
会
の
努
力
は

世
界
の
政
治
家
た
ち
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
。

在
外
財
産
調
査
会
や
Ｃ
Ｐ
Ｃ
合
同
委
員
会
の
集
計
作
業
に
は
、
い
く
つ
も
の
困
難
と
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
や
、
戦

時
、
戦
後
の
混
乱
に
よ
り
確
定
の
困
難
な
為
替
レ
ー
ト
、
評
価
と
い
っ
た
、
数
字
の
正
確
性
の
問
題
で
あ
っ
た
り
、
外
部
か
ら
適
切
だ
と
見

做
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
確
か
ら
し
さ
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
も
Ｃ
Ｐ
Ｃ
も
、
出
来
る
限
り
の
情

報
を
収
集
、
分
析
し
て
対
処
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
中
国
本
土
や
満
州
に
残
さ
れ
た
資
料
を
日
本
へ
運
び
出
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
お

り
、
日
本
側
が
入
手
し
た
満
鉄
資
料
は
子
ど
も
を
背
負
っ
た
女
性
が
持
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
）
（
（

た
。
当
初
、
在
外
財
産
等
報
告
書
の
数
字
は

あ
て
に
な
ら
な
い
と
打
ち
捨
て
ら
れ
た
が
、
結
局
、
日
本
側
も
Ｃ
Ｐ
Ｃ
も
約
四
七
万
通
の
在
外
財
産
等
報
告
書
を
分
析
し
て
い
る
。

後
者
の
「
確
か
ら
し
さ
」
に
つ
い
て
は
、
実
態
と
乖
離
し
た
数
字
を
産
み
出
し
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
報
告
書
全
体
の
正
当
性
（just-

ness

）
を
守
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
な
か
に
あ
っ
た
当
事
者
た
ち
の
格

闘
に
少
し
の
光
を
当
て
た
。

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
賠
償
・
請
求
権
問
題
に
お
い
て
在
外
財
産
処
理
は
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
が
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
や
在

外
財
産
調
査
会
、
日
本
銀
行
の
報
告
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
や
そ
の
後
の
二
国
間
で
の
賠
償
交
渉
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た

の
か
に
つ
い
て
、
本
稿
は
未
検
討
で
あ
る
。
戦
後
の
混
乱
期
の
な
か
、
在
外
財
産
等
報
告
書
を
作
成
、
提
出
し
な
が
ら
政
府
か
ら
の
補
償
を

得
ら
れ
ず
運
動
を
展
開
し
て
い
く
主
体
が
、
こ
う
し
た
数
字
を
ど
の
よ
う
に
評
価
、
利
用
し
た
の
か
と
い
う
論
点
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
い

ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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〔
付
記
〕
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費（（K

（（（（（

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

（
（
）　M

eeting�on��（�O
ct.�（（（（,�a�rem

ark�by�M
cG

rath.

（
（
）　M

eeting�on��（1�M
ay,�（（（（,�a�rem

ark�by�Ito.

附
録
　
三
井
物
産
の
在
外
財
産
デ
ー
タ

以
下
、
三
井
文
庫
が
所
蔵
す
る
史
料
か
ら
判
明
す
る
終
戦
時
の
三
井
物
産
の
在
外
財
産
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
示
し
て
お
き
た
い
。
利
用
す

る
史
料
は
「
在
外
財
産
等
報
告
書
」（
物
産
二
八
三
三
）
で
、
現
時
点
で
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
表
題
か
ら
分
か
る
通
り
、
本
稿
第
二
章

第
一
節
で
そ
の
収
集
事
業
に
触
れ
た
在
外
財
産
等
報
告
書
で
あ
り
、
提
出
版
の
控
え
と
し
て
三
井
物
産
に
残
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
計
算
用
の
下
書
き
書
類
と
思
わ
れ
る
史
料
が
「
在
外
財
産
調
」（
物
産
二
八
三
四
）
と
し
て
残
っ
て
い
る
（
こ
ち
ら
も
現
時
点
で
は

非
公
開
）。

「
在
外
財
産
等
報
告
書
」
は
、「
在
外
財
産
等
報
告
書
作
成
要
領
」
で
指
定
さ
れ
て
い
た
サ
イ
ズ
に
従
っ
た
Ｂ
（
程
度
の
紙
を
重
ね
て
短
辺

を
紐
で
括
っ
た
も
の
で
、
厚
さ
は
四
・
五
セ
ン
チ
程
度
あ
る
。
表
紙
に
は
「
昭
和
二
〇
年
十
二
月
十
七
日
提
出
　
在
外
財
産
等
報
告
書
　
経

理
部
資
金
課
」
と
あ
り
、
第
1
表
の
う
ち
第
一
号
表
、
第
二
号
表
、
第
三
号
表
の
第
三
〜
四
、
第
六
〜
十
、
第
十
二
、
第
十
四
、
第
四
号
表

の
ほ
か
、
本
社
・
支
店
・
子
会
社
の
役
員
氏
名
、
本
店
・
六
五
支
店
出
張
所
等
・
一
三
子
会
社
の
賃
借
対
照
表
、
七
二
支
店
出
張
所
等
・
一

三
子
会
社
の
損
益
計
算
書
（
一
九
四
〇
年
四
月
〜
四
五
年
三
月
）、
本
店
・
六
五
支
店
出
張
所
等
・
一
〇
子
会
社
の
財
産
目
録
、
四
三
支
店
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付表 1　三井物産在外財産等報告総括表

報告資産細目 通貨名 ⾦額 備考

（ ⾦銀貨幣 ― ―
（ ⾦，銀，⽩⾦の地⾦及合⾦ ― ―
（ 在外不動産 円貨 （（（,（（（,（（（.（（ 評価額
（ 在外動産 円貨 （（,（（（,（1（.（（ 評価額
（ 在外銀⾏預⾦及其の他の預け⾦ ― ―
（ 外国居住者の負担となる勘定，受取⼿形及其の他の

貸⾦
（但し投資，証券，銀⾏預⾦及其の他の預け⾦を除
く）

円貨 （1（,（（（,（1（.（（ 債権額

（ 在外事業の株式，組合出資其の他の出資 円貨 （1,（（（,（（（.11 時価額
（ 各表に於て報告せられざる債券，抵当証券，社債及

其の他の投資証書
円貨 （（（,（（1.11 時価額

（ 前各表に報告せられざる⽀払証書 円貨 （,（（（,（（（.（（ 額面
（1 著作権，特許権，ライセンス，商標権及之に類する

無体財産権
円貨 （,（（（,（11.11

（（ 外国通貨 ― ―
（（ 外国の政府又は地方公共団体の発⾏する債券其の他

の債務証書
⽶貨 （,（1（.11 額面

全額⽶国
（（ 外国居住者の負担となるべき保険証券及年⾦ ― ―
（（ 本邦所在企業の出資に係る外国所在⽀店及子会社 円貨 （（,1（（,（（1.（（ 投資額
（（ 借地権又は財産の使用若は占有に関する類似の権利 ― ―
（（ 本邦外に所在し又は本邦外に於て効⼒ある財産にし

て本邦内に居住する者が全部又は⼀部を直接又は間
接に所有し又は⽀配する上記以外の⼀切の財産

― ―

出典）　『在外財産等報告書』（物産 （（（（）（三井⽂庫所蔵未公開史料）
※負債（本邦内に居住する者か外国に居住する者に対し負担すべき⼀切の負債）は （（,（（（,（（（.（（ 円
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付表 2　三井物産所有在外不動産（昭和 （1 年 （ ⽉末⽇現在）

所在地 明細 坪 帳簿価格（円） 取得価額又は�
建設価額（円） 評価額（円）

朝鮮

⼟地 （,（（（ （（（,（（（.（（ （（（,1（1.（1 （11,（（1.11
建物 （,（（1 （（（,（（（.（1 （,（（（,（（（.1（ （,（（（,（（（.（（
機械設備 ― ― （（,（（（.（（ （（,（（（.（（

合計 （,（（（,（（（.（（ （,（（（,1（（.（（ （,（（（,（（（.（1

台湾

⼟地 （,（（（ （（1,（（（.（（ （（（,（（（.（（ （（（,（（（.（（
建物 （,1（（ （1（,（（（.（（ （（（,（（（.（（ （,（（（,（（（.（（
機械設備 ― （,（（（.（1 （（（,（（（.（（ （（（,1（（.（（

合計 （（（,（（（.（（ （,（（（,1（（.（（ （,（（（,（（（.（（

満洲

⼟地 （（,（（（ （（（,（（（.（1 （（（,（（（.（（ （,（（1,（（（.（（
建物 （（,（（（ （,（1（,（（（.（（ （,（（（,（（（.1（ （,（（（,（（（.（（
機械設備 ― ― （（,（（（.（1 （（,（（（.11

合計 （,（（（,（（1.（（ （,（（（,1（（.（（ （（,（（（,（（（.（（

⽀那

⼟地 （（（,（（（ （,（（1,（（（.（（ （,1（（,（（（.（（ （（,（（（,（（（.（1
建物 （（,（（（ （,（（（,（11.（（ （,（（（,（1（.（1 （1,（（（,（（（.1（
機械設備 ― （（（,（（（.（（ （,1（（,（（（.（（ （,（（（,（（（.11

合計 （,1（（,（（（.（（ （（,（（（,（（（.（（ （（,（（（,（（（.（（

南方

⼟地 （（,（（（ （（（,（（（.（（ （（1,（（（.（（ （（（,（（（.（（
建物 （,（（（ （（（,（（（.（1 （（（,1（（.1（ （,（（（,（（（.（（
機械設備 ― （（,（（（.11 （（（,（（（.1（ （（,（11.11

合計 （（（,（（（.（（ （,（（（,（（（.（（ （,（（（,（1（.11

合計
⼟地 （1（,（（（ （,（（（,（（1.（（ （,（（（,（（（.（（ （（,（（（,（（（.（（
建物 （（,（（（ （,1（（,（（（.（（ （（,1（（,（1（.（（ （（,（（（,（（（.（（
機械設備 ― （（（,（（（.（（ （,（（（,（（（.（（ （,1（（,（（（.（（

総計 （（,（（1,1（（.（（ （（,（（（,（（（.（（ （（（,（（（,（（（.（（

出典）　『在外財産等報告書』（物産 （（（（）（三井⽂庫所蔵未公開史料）
備考 （：取得の相⼿方不明
備考 （：�評価額は最近各地⼀段物価昂騰に伴ひ帳簿価格に⽐し相当⾼額に昇りたり
備考 （：本表不動産は本店勘定にて円貨に切換へ記帳し居るものなり
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出
張
所
等
の
財
産
目
録
附
表
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
財
産
目
録
附
表
は
、
公
債
や
株

式
の
銘
柄
も
判
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

筆
者
の
力
不
足
か
ら
、
具
体
的
な
分
析
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
以
下
、
簡
単
に
表
の
説

明
を
す
る
。

付
表
1
は
、
在
外
財
産
等
報
告
書
の
第
二
号
表
に
あ
た
る
総
括
表
で
あ
る
。
円
で
示
さ
れ

た
も
の
と
ド
ル
で
示
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
評
価
額
、
時
価
額
、
額
面
（「
債
権
額
」

「
投
資
額
」
も
含
む
）
と
評
価
基
準
も
複
数
存
在
し
、
こ
れ
ひ
と
つ
か
ら
で
も
在
外
財
産
調

査
事
業
の
困
難
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

付
表
2
は
三
井
物
産
が
所
有
す
る
在
外
不
動
産
に
つ
い
て
地
域
別
、
種
類
別
に
整
理
し
た

も
の
で
、
坪
数
が
判
明
す
る
ほ
か
、
帳
簿
価
格
、
取
得
価
額
（
建
設
価
額
）、
評
価
額
の
対

照
が
可
能
な
点
で
貴
重
で
あ
る
。
土
地
に
つ
い
て
言
え
ば
、
全
体
の
約
七
〇
％
が
満
州
を
除

く
中
国
に
あ
る
が
、
建
物
面
積
の
比
率
は
約
四
六
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
満
州
は
、
全
体

の
約
一
九
％
と
い
う
土
地
面
積
の
数
字
に
比
し
て
、
建
物
は
二
九
％
が
集
ま
っ
て
お
り
、
鉱

山
や
工
場
、
住
宅
の
所
在
が
こ
う
し
た
数
字
に
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

付
表
3
は
、
三
井
物
産
の
在
外
事
業
へ
の
出
資
デ
ー
タ
で
あ
る
。
取
得
価
額
を
地
域
別
の

割
合
で
見
れ
ば
、
満
州
を
除
く
中
国
が
五
七
％
と
半
分
以
上
を
占
め
、
朝
鮮
二
一
％
、
満
州

一
三
％
、
台
湾
六
％
と
続
く
。
三
井
物
産
の
満
州
へ
の
投
資
は
日
中
戦
争
以
降
急
増
し
、

「
満
洲
国
」
政
府
や
軍
の
出
資
要
請
に
応
え
る
か
た
ち
で
拡
大
を
し
）
（
（

た
が
、
日
本
軍
の
占
領

付表 3　三井物産・在外事業の株式組合出資及其他の出資（昭和 （1 年 （ ⽉ （1 ⽇現在）

発⾏場所
所有者の住
所氏名又は
商号及国籍

銘柄 証書の数
（株） 取得価額（円）

帳簿価格�
または�

払込⾦額�
（円）

時価額
（円）

朝鮮 同 株式総合 （（（,（（1 （,（（（,（11（（（.（%） （,（（（,（11� （,（（1,111
台湾 同 同上ヵ （1,（（（ （,（（（,（（（（（.（%） （,（（（,（（（� （,（（（,（11
満洲 同 同上ヵ （11,（（1 （,（（（,（（（（（（.（%） （,（（（,（（（� （,1（（,（（1
⽀那 同 同上ヵ （（1,（（（ （（,（（（,（（（（（（.（%） （（,（（（,（（（� （（,（（（,（（1
南方 同 同上ヵ （,（（（ （（（,（（（（（.（%） （（（,（（（� （（（,（（（
⽶国 同 同上ヵ （,（（（ （（,（（（（1.（%） （1,（（（� ―
英国 同 同上ヵ （,（1（ （,1（（（1.1%） （,1（（� ―

合計 （（（,（（（ （（,（（（,（（（（（11%） （（,（（（,（（（� （1,（（（,（（（

出典）　『在外財産等報告書』（物産 （（（（）（三井⽂庫所蔵未公開史料）．⽐率は引用者算出．
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地
域
の
拡
大
と
と
も
に
急
増
し
た
華
北
、
華
中
、
華
南
へ
の
投
）
（
（

資
が
、
そ
れ
以
前
の
も
の
と
合
わ
せ
る
と
大
半
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
現
在
、
科
研
費
（
若
手
研
究
、（（K

（（（（（

）
に
よ
る
関
連
史
料
の
整
理
を
行
っ
て
お
り
、
次
号
以
降
、
そ
の
成
果
を
紹
介
し
て
い

き
た
い
。

（
（
）　
春
日
豊
『
帝
国
日
本
と
財
閥
商
社
：
恐
慌
・
戦
争
下
の
三
井
物
産
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
、
第
八
章
。

（
（
）　
同
前
、
第
九
章
。


